
 

 

第１６回尼崎市議会定例会市長提出予定案件 

 

 

１ 議案の数及び名称 

  議案の数 

種 別 
専決処分

報 告 
予 算 条 例 その他 計 

件 数 １ １ ５ １３ ２０ 

 

  議案の名称 

＜専決処分報告＞ 

報告第  １号  専決処分について（尼崎市私立大学及び私立高等学校等入学支度

金貸付金償還金請求事件） 

＜予算＞ 

議案第 ８２号  平成２８年度尼崎市一般会計補正予算（第１号） 

＜条例＞ 

議案第 ８３号  尼崎市職員の選挙業務特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す

る条例について 

議案第 ８４号  尼崎市市税条例等の一部を改正する条例について 

議案第 ８５号  尼崎市立園田東会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例について 

議案第 ８６号  尼崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につい

て 

議案第 ８７号  尼崎市公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例について 

＜その他＞ 

議案第 ８８号  市有地等の売払いについて 

議案第 ８９号  工事請負契約について（わかば西小学校改築工事） 

議案第 ９０号  工事請負契約について（わかば西小学校改築工事のうち電気設備

工事） 

議案第 ９１号  工事請負契約について（わかば西小学校改築工事のうち機械設備

工事） 
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議案第 ９２号  工事請負契約について（園田南小学校プール改築等工事） 

議案第 ９３号  工事請負契約について（小田中学校改築工事） 

議案第 ９４号  工事請負契約について（小田中学校改築工事のうち電気設備工事） 

議案第 ９５号  工事請負契約について（小田中学校改築工事のうち機械設備工事） 

議案第 ９６号  工事請負契約の変更について（園和小学校校舎等改築工事） 

議案第 ９７号  工事請負契約の変更について（園田東小学校校舎棟改築等工事） 

議案第 ９８号  訴えの提起について（建物明渡し等請求事件） 

議案第 ９９号  工事請負契約について（港橋耐震補強（その１）工事） 

議案第１００号  工事請負契約について（魚つり公園釣り桟橋改修工事） 

 

２ その他の報告 

  平成２７年度尼崎市繰越明許費に係る歳出予算の経費の繰越し 

２８事業  ２，３３５，００９千円  

  平成２７年度尼崎市事故繰越しに係る歳出予算の経費の繰越し 

７事業     ６９，９６６千円  

  平成２７年度尼崎市水道事業会計継続費の繰越額の使用 

１事業     ３４，７８３千円  

  平成２７年度尼崎市水道事業会計予算の繰越額の使用 

   １事業     １７，５２２千円  

  平成２７年度尼崎市工業用水道事業会計予算の繰越額の使用 

１事業     ７５，３６５千円  

  平成２７年度尼崎市下水道事業会計予算の繰越額の使用 

１事業    ９１４，２２１千円  

  議会の指定に基づく専決処分 

・ 和解及び損害賠償の額の決定 

交通事故    １件     １６８，５６５円 

その他の事故  ２件   １，８７８，８７２円 

 

３ 追加提出予定案件 

＜条例＞ 

・ 尼崎市立教育総合センター条例の一部を改正する条例について 

・ 尼崎市立視聴覚センター条例を廃止する条例について 

2



 

 

 

 

第１６回尼崎市議会定例会 

議 案 説 明 資 料 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第８２号 所 管 各事業所管課 

件 名 平成２８年度尼崎市一般会計補正予算（第１号） 

内       容 

１ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

208,100,000 2,433,132 210,533,132 

 

２ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

国庫支出金 115,621 総務費 2,232,438 

財産収入 2,218,200 民生費 153,549 

繰入金 100,411 衛生費 47,145 

市債 △1,100   

合  計 2,433,132 合  計 2,433,132 

 

３ 補正予算の内容 

  旧交通局が保有していた土地・建物の売払いに伴う不動産売払収入を財政調整基金

に積み立てるほか、国の保育所等整備交付金を活用して施設整備を行う法人保育園に

対する補助金の支払いや、（仮称）北部保健福祉センターの整備に係る賃借料等の支

払い等を行う。費目別事業概要は別紙のとおり。 
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別 紙 

費目別事業概要 

 

総務費 2,232,438千円 

  

財政調整基金積立金 

旧交通局が保有していた土地・建物の売払いに伴う不動産売払

収入を積み立てる。 

2,218,200千円 

  

 阪急塚口サービスセンター移転事業費 

  阪急塚口サービスセンターの移転整備に係る敷金及び賃借料の

支払いを行う。 

14,238千円 

  

民生費 153,549千円 

  

 （仮称）保健福祉センター整備事業費 

  （仮称）北部保健福祉センターの整備に係る敷金及び賃借料の

支払いを行う。 

39,043千円 

  

 保育環境改善事業費 

  国の保育所等整備交付金を活用して、施設整備を行う法人保育

園に対して、その費用の一部を補助する。 

114,506千円 

  

衛生費 47,145千円 

  

（仮称）保健福祉センター整備事業費 

（仮称）北部保健福祉センターの整備に係る敷金及び賃借料の

支払いを行う。 

47,145千円 
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（議案説明資料） 

 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第８３号 所 管 給与課 

件 名 
尼崎市職員の選挙業務特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

内       容 

１ 改正理由 

  国会議員の選挙等の執行経費に係る総務省の超過勤務手当費の積算単価が改定さ

れたことから、当該単価に合わせて規定している本市の選挙業務に係る基本手当額の

単価について改定する。 

 

２ 改正内容 

  第２条第２号に規定する、選挙業務に係る基本手当額の算出根拠となる単価につい

て、「１，７６０円５４銭」から「１，７３１円８３銭」に改める。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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尼崎市職員の選挙業務特殊勤務手当に関する条例 

改正後 現 行 

（定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の意

義は、当該号に定めるところによる。 

  略 

  選挙業務に係る基本手当額 選挙業務に

従事した職員を、給与条例第１５条第１項に

規定する正規の勤務時間外に勤務すること

を命ぜられた職員とみなしたうえで、当該選

挙業務に従事した全時間に対し、勤務１時間

につき、同項中「第１８条第２項に規定する

勤務１時間当たりの給与額」とあるのを「１，

７３１円８３銭に国会議員の選挙等の執行

経費の基準に関する法律施行令（平成１９年

政令第１２２号）に定める割合を乗じて得た

額」と読み替えて同項の規定の例により算定

した額をいう。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の意

義は、当該号に定めるところによる。 

  略 

  選挙業務に係る基本手当額 選挙業務に

従事した職員を、給与条例第１５条第１項に

規定する正規の勤務時間外に勤務すること

を命ぜられた職員とみなしたうえで、当該選

挙業務に従事した全時間に対し、勤務１時間

につき、同項中「第１８条第２項に規定する

勤務１時間当たりの給与額」とあるのを「１，

７６０円５４銭に国会議員の選挙等の執行

経費の基準に関する法律施行令（平成１９年

政令第１２２号）に定める割合を乗じて得た

額」と読み替えて同項の規定の例により算定

した額をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12



（議案説明資料） 

 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第８４号 所 管 税務管理課 

件 名 尼崎市市税条例等の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  地方税法等の一部を改正する等の法律の施行等に伴い、所要の整備を行うもの。 

２ 主な改正内容 

   法人の市民税の法人税割に係る税率を８．４％（現行１２．１％）に改める。  

                         【条例第３３条の７第２項】 

   中小法人に対する法人の市民税の不均一課税について、適用要件に該当した場合

に法人税割額から控除する額を、当該法人税割額に８．４分の２．４（現行１２．

１分の２．４）を乗じて計算した額に改める。 【条例第３３条の７の２第１項】 

   新築住宅に係る固定資産税の減額措置（新たに固定資産税が課されることとなっ

た年度から３年度分（中高層耐火建築住宅は５年度分）、居住部分の床面積１２０

㎡までの固定資産税額を２分の１に減額）の適用期限を２年延長し、平成３０年３

月３１日までとする。             【条例第４９条及び第５０条】 

  平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得した再生可能エ

ネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準について、３年度分、太陽光発電設

備及び風力発電設備はその価格に３分の２を乗じて得た額、水力発電設備、地熱発

電設備及びバイオマス発電設備はその価格に２分の１を乗じて得た額とする。  

  平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に認定誘導事業者が整

備した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画

税の課税標準について、５年度分、その価格に５分の４を乗じて得た額とする。                    

  平成２８年４月１日から平成３２年３月３１日までの間に取得等した津波対策

の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準について、４年度分、その価格

に２分の１を乗じて得た額とする。        【 ～  条例附則第１０項】 

  法人が、平成２８年４月２０日から平成３２年３月３１日までの間に、認定地域

再生計画に記載された「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附金

を支出した場合、法人市民税法人税割額から一定金額を税額控除する。 

【条例附則第２６項】 

  個人が、平成２９年１月１日から平成３３年１２月３１日までの間に、スイッチ

ＯＴＣ医薬品（医療用から転用された医薬品）の購入費用を年間１２，０００円を

超えて支払った場合、超える部分の金額を所得控除する。  【条例附則第４６項】 

３ 施行期日 

  公布の日。ただし２ 及び は平成２９年４月１日、２ は平成３０年１月１日と

する。 
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尼崎市市税条例（第１条関係） 

改正後 現 行 

（電子情報処理組織による申告等） 

第５条の２ 市長は、この条例等の規定に基づく

申告、申請、届出その他の市長に対してする通

知のうち、この条例等の規定により書面等（行

政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律（平成１４年法律第１５１号。以下「情

報通信技術利用法」という。）第２条第３号に

規定する書面等をいう。以下この条において同

じ。）により行うこととされているもの（以下

この条において「申告等」という。）について

は、当該規定にかかわらず、規則で定めるとこ

ろにより、当該申告等をする者に電子情報処理

組織（市長の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。以下同じ。）と当該申告等をする者

の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。第２７条の

２第４項及び第３３条の３第７項を除き、以下

同じ。）を使用して行わせることができる。 

２～４ 略 

 

（所得控除） 

第２１条  所得割の納税義務者が法第３１４条

の２第１項各号のいずれかに     該当

するときは、同項及び同条第３項  から第１

２項までの規定により雑損控除額、医療費控除

額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金

控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、

障害者控除額、寡婦（寡夫）控除額、勤労学生

控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は

扶養控除額を、所得割の納税義務者について

は、同条第２項、第７項及び第１２項の規定に

より基礎控除額（同条第７項に規定する基礎控

除額をいう。以下同じ。）をそれぞれその者の

前年の所得について算定した総所得金額、退職

所得金額又は山林所得金額から控除する。 

 

（電子情報処理組織による申告等） 

第５条の２ 市長は、この条例等の規定に基づく

申告、申請、届出その他の市長に対してする通

知のうち、この条例等の規定により書面等（行

政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律（平成１４年法律第１５１号。以下「情

報通信技術利用法」という。）第２条第３号に

規定する書面等をいう。以下この条において同

じ。）により行うこととされているもの（以下

この条において「申告等」という。）について

は、当該規定にかかわらず、規則で定めるとこ

ろにより、当該申告等をする者に電子情報処理

組織（市長の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。以下同じ。）と当該申告等をする者

の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。     

                  以下

同じ。）を使用して行わせることができる。 

２～４ 略 

 

（所得控除） 

第２１条 所得割の納税義務者が法第３１４条

の２第１項各号のいずれかに掲げる者に該当

する場合には同条第１項及び第３項から第１

２項までの規定により雑損控除額、医療費控除

額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金

控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、

障害者控除額、寡婦（寡夫）控除額、勤労学生

控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は

扶養控除額を、所得割の納税義務者について 

は 同条第２項、第７項及び第１２項の規定に

より基礎控除額（同条第７項に規定する基礎控

除額をいう。以下同じ。）をそれぞれその者の

前年の所得について算定した総所得金額、退職

所得金額又は山林所得金額から控除する。 
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（給与所得に係る特別徴収義務者の指定等） 

第３３条の３ 給与所得に係る個人の市民税の

特別徴収義務者は、当該年度の初日において前

条の納税義務者に対して給与の支払をする者

（他の市町村内において給与の支払をする者

を含む｡）のうち給与の支払をする際所得税を

徴収して納付する義務がある者とする。この場

合において、市長は、給与所得に係る特別徴収

税額（法第３２１条の４第１項に規定する給与

所得に係る特別徴収税額をいう。以下この節に

おいて同じ。）を特別徴収の方法によって徴収

する旨（第７項及び第８項において「通知事項」

という。）を、当該特別徴収義務者及びこれを

経由して当該納税義務者に通知するものとす

る。 

２ 前項後段の規定による         

                    

    通知は、当該年度の初日の属する年の

５月３１日までにしなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、第２９条

第１項の規定により提出すべき 給与支払報

告書が同項の提出期限までに提出されなかっ

たことその他やむを得ない理由があることに

より、前項に規定する期日までに第１項後段の

規定による通知をすることができなかった場

合は    、当該期日後において当該通知を

することができる。ただし、次条第１項の規定

により 当該通知のあった日の属する月の翌

月から翌年５月までの間において給与所得に

係る特別徴収税額を徴収することが不適当で

あると認められる場合は    、この限りで

ない。 

４ 略 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の

支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌

年の４月３０日までの間において異動を生じ

た場合において、当該給与所得者が、当該給与

所得者に対して新たに給与の支払をする者と

（給与所得に係る特別徴収義務者の指定等） 

第３３条の３ 給与所得に係る個人の市民税の

特別徴収義務者は、当該年度の初日において前

条の納税義務者に対して給与の支払をする者

（他の市町村内において給与の支払をする者

を含む｡）のうち給与の支払をする際所得税を

徴収して納付する義務がある者とする。この場

合においては、当該給与所得に係る特別徴収税

額                   

                    

      を特別徴収の方法によって徴収

する旨                 

     を、当該特別徴収義務者及びこれを

経由して当該納税義務者に通知する    

 。 

２ 前項後段の規定によって特別徴収義務者及

び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対

してする通知は、当該年度の初日の属する年の

５月３１日までにしなければならない。 

３                第２９条

第１項の規定によって提出すべき給与支払報

告書が同項の提出期限までに提出されなかっ

たことその他やむを得ない理由があることに

より、前項に規定する期日までに第１項後段の

規定による通知をすることができなかった場

合にあっては、当該期日後において当該通知を

することができる。ただし、次条第１項の規定

によって当該通知のあった日の属する月の翌

月から翌年５月までの間において給与所得に

係る特別徴収税額を徴収することが不適当で

あると認められる場合においては、この限りで

ない。 

４ 略 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の

支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌

年の４月３０日までの間において異動を生じ

た場合において、当該給与所得者が当該 給与

所得者に対して新たに給与の支払をする者と
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なった者（所得税法第１８３条の規定により 

給与の支払をする際所得税を徴収して納付す

る義務がある者に限る。以下この項において同

じ｡）を通じて、当該異動によって従前の給与

の支払をする者から給与の支払を受けなくな

った日の属する月の翌月の１０日（その支払を

受けなくなった日が翌年の４月中である場合

には、同月３０日）までに、前条第１項の規定

により特別徴収の方法によって徴収されるべ

き前年中の給与所得に係る所得割額及び均等

割額の合算額（既に特別徴収の方法によって徴

収された金額があるときは、当該金額を控除し

た金額。以下この項において「合算額」という。）

を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の

申出をしたときは、当該給与所得者に対して新

たに給与の支払をする者となった者を特別徴

収義務者とし、これに当該合算額を徴収させる

ものとする。ただし、当該申出が翌年の４月中

にあった場合において、当該給与所得者に対し

て新たに給与の支払をする者となった者に当

該合算額を      徴収させることが困

難であると市長が認めるときは、この限りでな

い。 

６ 略 

７ 市長は、第１項又は第５項の特別徴収義務者

の同意がある場合は、第１項後段（前項におい

て準用する場合を含む。次項及び次条第１項に

おいて同じ。）の規定による通知に代えて、通

知事項を電子情報処理組織（情報通信技術利用

法第４条第１項に規定する電子情報処理組織

をいう。）を使用する方法として省令で定める

方法により当該特別徴収義務者に提供するこ

とができる。 

８ 前項の規定による通知事項の提供が行われ

たときは、第１項後段の規定による通知があっ

たものとみなして、次条第１項及び第３３条の

５第１項の規定を適用する。 

 

なった者（所得税法第１８３条の規定によって

給与の支払をする際所得税を徴収して納付す

る義務がある者に限る。以下この項において同

じ｡）を通じて、当該異動によって従前の給与

の支払をする者から給与の支払を受けなくな

った日の属する月の翌月の１０日（その支払を

受けなくなった日が翌年の４月中である場合

には、同月３０日）までに、前条第１項の規定

により特別徴収の方法によって徴収されるべ

き前年中の給与所得に係る所得割額及び均等

割額の合算額（既に特別徴収の方法によって徴

収された金額があるときは、当該金額を控除し

た金額）                 

を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の

申出をしたときは、当該給与所得者に対して新

たに給与の支払をする者となった者を特別徴

収義務者とし、これに徴収させる。     

      ただし、当該申出が翌年の４月中

にあった場合において、当該給与所得者に対し

て新たに給与の支払をする者となった者を特

別徴収義務者とし、これに徴収させることが困

難であると市長が認めるときは、この限りでな

い。 

６ 略 
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 (給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等) 

第３３条の４ 前条第１項又は第５項の特別徴

収義務者は、同条第２項に規定する期日までに

同条第１項後段             

      の規定による通知を受け取つた

場合にあっては当該通知に係る給与所得に係

る特別徴収税額の１２分の１の額を６月から

翌年５月まで、当該期日後に当該通知を受け取

った場合にあっては当該通知に係る給与所得

に係る特別徴収税額を当該通知のあった日の

属する月の翌月から翌年５月までの間の月数

で除して得た額を当該通知のあった日の属す

る月の翌月から翌年５月まで、それぞれ給与の

支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌

月１０日までに、納入しなければならない。た

だし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収

税額が均等割額に相当する金額以下である場

合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴

収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払を

する際その全額を徴収し、その徴収した月の翌

月１０日までに、納入しなければならない。 

２ 前項の特別徴収義務者は、前条の規定により

 その者が徴収すべき給与所得に係る特別徴

収税額に係る個人の市民税の納税義務者が当

該特別徴収義務者から給与の支払を受けない

こととなった場合は    、その事由が発生

した日の属する月の翌月以降の月割額（前項の

規定により 特別徴収義務者が給与の支払を

する際毎月徴収すべき額をいう。以下この条及

び次条第３項において同じ。）は、これを徴収

して納入する義務を負わない。ただし、その事

由が当該年度の初日の属する年の６月１日か

ら１２月３１日までの間において発生し、か

つ、省令で定めるところによりその事由が発生

した日の属する月の翌月以降の月割額を特別

徴収の方法によって徴収されたい旨の納税義

務者からの申出があった場合及びその事由が

その年の翌年の１月１日から４月３０日まで

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等) 

第３３条の４ 前条        の特別徴

収義務者は、同条第２項に規定する期日までに

同条第１項後段（同条第６項において準用する

場合を含む。）の規定による通知を受け取つた

場合にあっては当該通知に係る給与所得に係

る特別徴収税額の１２分の１の額を６月から

翌年５月まで、当該期日後に当該通知を受け取

った場合にあっては当該通知に係る給与所得

に係る特別徴収税額を当該通知のあった日の

属する月の翌月から翌年５月までの間の月数

で除して得た額を当該通知のあった日の属す

る月の翌月から翌年５月まで、それぞれ給与の

支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌

月１０日までに、納入しなければならない。た

だし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収

税額が均等割額に相当する金額以下である場

合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴

収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払を

する際その全額を徴収し、その徴収した月の翌

月１０日までに、納入しなければならない。 

２ 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によっ

てその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴

収税額に係る個人の市民税の納税義務者が当

該特別徴収義務者から給与の支払を受けない

こととなった場合においては、その事由が発生

した日の属する月の翌月以降の月割額（前項の

規定によって特別徴収義務者が給与の支払を

する際毎月徴収すべき額をいう。以下この条及

び次条第２項において同じ。）は、これを徴収

して納入する義務を負わない。ただし、その事

由が当該年度の初日の属する年の６月１日か

ら１２月３１日までの間において発生し、か

つ、省令で定めるところによりその事由が発生

した日の属する月の翌月以降の月割額を特別

徴収の方法によって徴収されたい旨の納税義

務者からの申出があった場合及びその事由が

その年の翌年の１月１日から４月３０日まで
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の間において発生した場合は 、当該納税義務

者に対してその年の５月３１日までの間に支

払われるべき給与又は退職手当等で当該月割

額の全額に相当する金額を超えるものがある

ときに限り、その者に支払われるべき給与又は

退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額

（同日までに当該給与又は退職手当等の全部

又は一部の支払がされないこととなったとき

にあっては、同日までに支払われた当該給与又

は退職手当等の額から徴収することができる

額）を徴収し、その徴収した月の翌月１０日ま

でに、納入しなければならない。 

３ 前項本文の場合においては、特別徴収義務者

は、省令で定めるところにより、給与の支払を

受けないこととなった納税義務者の氏名、その

者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち

既に徴収した月割額の合計額その他必要な事

項を記載した届出書を市長に提出しなければ

ならない。 

４ 前条第１項又は第５項の規定により、他の市

町村内において給与の支払をする者が特別徴

収義務者とされた場合       は、当該

特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当

該市町村内に所在する銀行その他の金融機関

で本市が指定し、かつ、当該特別徴収義務者に

通知したものに払い込まなければならない。こ

の場合において 、当該特別徴収義務者が当該

金融機関に当該納入金を払い込んだ時に、本市

に当該  納入金の納入があったものとみな

す。 

５ 前条第１項又は第５項の特別徴収義務者が

国の機関である場合における第１３条の規定

の適用については、当該特別徴収義務者が給与

所得に係る特別徴収税額に係る納入金に相当

する金額の資金を日本銀行に交付した時に本

市に当該          納入金の納入

があったものとみなす。 

 

の間において発生した場合には、当該納税義務

者に対してその年の５月３１日までの間に支

払われるべき給与又は退職手当等で当該月割

額の全額に相当する金額を超えるものがある

ときに限り、その者に支払われるべき給与又は

退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額

（同日までに当該給与又は退職手当等の全部

又は一部の支払がされないこととなったとき

にあっては、同日までに支払われた当該給与又

は退職手当等の額から徴収することができる

額）を徴収し、その徴収した月の翌月１０日ま

でに、納入しなければならない。 

３ 前項  の場合においては、特別徴収義務者

は、省令で定めるところにより、給与の支払を

受けないこととなった納税義務者の氏名、その

者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち

既に徴収した月割額の合計額その他必要な事

項を記載した届出書を市長に提出しなければ

ならない。 

４ 前条の規定によって、他の市町村     

   において給与の支払をする者を特別徴

収義務者として指定した場合においては、当該

特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当

該市町村内に所在する銀行その他の金融機関

で市が指定して   、当該特別徴収義務者に

通知したものに払い込まなければならない。こ

の場合においては、当該特別徴収義務者が当該

通知に係る金融機関に 払い込んだ時におい

て、市にその納入金の納入があったものとみな

す。 

５ 市が指定した     特別徴収義務者が

国の機関である場合における第１３条の規定

の適用については、当該特別徴収義務者が給与

所得に係る特別徴収税額に係る納入金に相当

する金額の資金を日本銀行に交付して納入金

の払込みをした時において、市に納入金の納入

があったものとみなす。 

 

18



(給与所得に係る特別徴収税額の変更) 

第３３条の５ 市長は、第３３条の３第１項から

第３項まで（同条第６項において同条第１項後

段の規定を準用する場合を含む｡）の規定によ

り同項又は同条第５項の特別徴収義務者に給

与所得に係る特別徴収税額を通知した後にお

いて、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤り

があることを発見した場合その他これを変更

する必要があると認めるときは、直ちに、当該

給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その

旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して

当該給与所得に係る特別徴収税額に係る納税

義務者に通知するものとする。 

２ 第３３条の３第７項及び第８項の規定は、前

項の規定による通知について準用する。この場

合において、同条第７項中「通知事項」とある

のは「給与所得に係る特別徴収税額を変更した

旨」と、同条第８項中「前項」とあるのは「第

３３条の５第２項において読み替えて準用す

る前項」と、「通知事項」とあるのは「給与所

得に係る特別徴収税額を変更した旨」と、「次

条第１項及び第３３条の５第１項」とあるのは

「第３３条の５第３項」と読み替えるものとす

る。 

３ 特別徴収義務者が、第１項の規定による通知

を受け取った場合において 、その通知を受け

取った日の属する月以後において徴収すべき

月割額は、同項の規定により 変更された額に

基づいて、市長が別に定めるところによる。 

 

（市民税の減免の申請等） 

第３４条の２ 市民税の納税義務者は、前条第１

項から第４項までの規定による市民税の減免

を受けようとするときは、規則で定める日まで

に、次の各号に掲げる事項を記載した減免申請

書にその理由を証する書類を添えて市長に提

出しなければならない。          

   当該納税義務者の住所及び氏名（法人にあ

(給与所得に係る特別徴収税額の変更) 

第３３条の５    第３３条の３第１項から

第３項まで（同条第６項において同条第１項後

段の規定を準用する場合を含む｡）の規定によ

って                 給

与所得に係る特別徴収税額を通知した後にお

いて、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤り

があることを発見した場合その他これを変更

する必要がある場合においては、直ちに 当該

給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その

旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して

当該納税者に通知する          

             。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特別徴収義務者が前項の      通知

を受け取った場合においては、その通知を受け

取った日の属する月以後において徴収すべき

月割額は、同項の規定によって変更された額に

基づいて、市長が別に定めるところによる。 

 

（市民税の減免の申請等） 

第３４条の２ 市民税の納税義務者は、前条第１

項から第４項までの規定による市民税の減免

を受けようとするときは、規則で定める日まで

に、次の各号に掲げる事項を記載した減免申請

書にその理由を証する書類を添えて市長に提

出しなければならない。          

   当該納税義務者の住所及び氏名（法人にあ
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っては、主たる事務所の所在地、名称及び

法人番号並びにその代表者の氏名） 

 ・  略 

 

（新築住宅に対して課する固定資産税の減額） 

第４９条 昭和３８年１月２日から平成３０年

３月３１日までの間に新築された住宅（区分所

有に係る家屋にあっては人の居住の用に供す

る専有部分のうち令で定める専有部分を有す

る家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋

にあっては人の居住の用に供する家屋のうち

令で定める家屋をいう。以下この条及び次条に

おいて同じ｡）で令で定めるものに対して課す

る固定資産税については、次条又は法附則第１

５条の７第１項若しくは第２項若しくは附則

第１５条の８第１項若しくは第３項から第５

項までの規定の適用がある場合を除き、当該住

宅に対して新たに固定資産税が課されること

となった年度から３年度分の固定資産税に限

り、当該住宅に係る固定資産税額（区分所有に

係る住宅にあってはこの条の規定の適用を受

ける部分に係る税額として各区分所有者ごと

に令で定めるところにより算定した額の合算

額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅（人の

居住の用に供する部分以外の部分を有する住

宅その他の令で定める住宅に限る｡）にあって

はこの条の規定の適用を受ける部分に係る税

額として令で定めるところにより算定した額

とする｡）の２分の１に相当する額を当該住宅

に係る固定資産税額から減額する。 

 

（新築中高層耐火建築住宅に対して課する固定

資産税の減額） 

第５０条 昭和３９年１月２日から平成３０年

３月３１日までの間に新築された中高層耐火

建築物（主要構造部を耐火構造とした建築物又

は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

２条第９号の３イ若しくはロのいずれかに該

っては、主たる事務所の所在地及び名称  

    並びにその代表者の氏名） 

 ・  略 

 

（新築住宅に対して課する固定資産税の減額） 

第４９条 昭和３８年１月２日から平成２８年

３月３１日までの間に新築された住宅（区分所

有に係る家屋にあっては人の居住の用に供す

る専有部分のうち令で定める専有部分を有す

る家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋

にあっては人の居住の用に供する家屋のうち

令で定める家屋をいう。以下この条及び次条に

おいて同じ｡）で令で定めるものに対して課す

る固定資産税については、次条又は法附則第１

５条の７第１項若しくは第２項若しくは附則

第１５条の８第１項若しくは第３項から第５

項までの規定の適用がある場合を除き、当該住

宅に対して新たに固定資産税が課されること

となった年度から３年度分の固定資産税に限

り、当該住宅に係る固定資産税額（区分所有に

係る住宅にあってはこの条の規定の適用を受

ける部分に係る税額として各区分所有者ごと

に令で定めるところにより算定した額の合算

額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅（人の

居住の用に供する部分以外の部分を有する住

宅その他の令で定める住宅に限る｡）にあって

はこの条の規定の適用を受ける部分に係る税

額として令で定めるところにより算定した額

とする｡）の２分の１に相当する額を当該住宅

に係る固定資産税額から減額する。 

 

（新築中高層耐火建築住宅に対して課する固定

資産税の減額） 

第５０条 昭和３９年１月２日から平成２８年

３月３１日までの間に新築された中高層耐火

建築物（主要構造部を耐火構造とした建築物又

は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

２条第９号の３イ若しくはロのいずれかに該
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当する建築物で、地上階数（令で定めるところ

により計算した地上階数をいう｡）３以上を有

するものをいう｡）である住宅で令で定めるも

のに対して課する固定資産税については、法附

則第１５条の７第１項若しくは第２項又は附

則第１５条の８第１項若しくは第３項から第

５項までの規定の適用がある場合を除き、当該

住宅に対して新たに固定資産税が課されるこ

ととなった年度から５年度分の固定資産税に

限り、当該住宅に係る固定資産税額（区分所有

に係る住宅にあってはこの条の規定の適用を

受ける部分に係る税額として各区分所有者ご

とに令で定めるところにより算定した額の合

算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅（人

の居住の用に供する部分以外の部分を有する

住宅その他の令で定める住宅に限る｡）にあっ

てはこの条の規定の適用を受ける部分に係る

税額として令で定めるところにより算定した

額とする｡）の２分の１に相当する額を当該住

宅に係る固定資産税額から減額する。 

 

（都市計画税の課税客体等） 

第１０７条 略 

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係

る固定資産税の課税標準となるべき価格（法第

３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２

２項から第２４項まで、第２６項、第２８項か

ら第３１項まで、第３３項又は第３４項の規定

の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その

価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて

得た額）をいい、前項の「所有者」とは、当該

土地又は家屋に係る固定資産税について第３

６条（第３項、第８項及び第９項を除く。）に

おいて所有者とされ、又は所有者とみなされる

ものをいう。 

 

附則 

１～６ 略 

当する建築物で、地上階数（令で定めるところ

により計算した地上階数をいう｡）３以上を有

するものをいう｡）である住宅で令で定めるも

のに対して課する固定資産税については、法附

則第１５条の７第１項若しくは第２項又は附

則第１５条の８第１項若しくは第３項から第

５項までの規定の適用がある場合を除き、当該

住宅に対して新たに固定資産税が課されるこ

ととなった年度から５年度分の固定資産税に

限り、当該住宅に係る固定資産税額（区分所有

に係る住宅にあってはこの条の規定の適用を

受ける部分に係る税額として各区分所有者ご

とに令で定めるところにより算定した額の合

算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅（人

の居住の用に供する部分以外の部分を有する

住宅その他の令で定める住宅に限る｡）にあっ

てはこの条の規定の適用を受ける部分に係る

税額として令で定めるところにより算定した

額とする｡）の２分の１に相当する額を当該住

宅に係る固定資産税額から減額する。 

 

（都市計画税の課税客体等） 

第１０７条 略 

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係

る固定資産税の課税標準となるべき価格（法第

３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２

３項、第２４項   、第２６項、第２８項又

は第３０項から第３３項まで    の規定

の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その

価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて

得た額）をいい、前項の「所有者」とは、当該

土地又は家屋に係る固定資産税について第３

６条（第３項、第８項及び第９項を除く。）に

おいて所有者とされ、又は所有者とみなされる

ものをいう。 

 

附則 

１～６ 略 
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（太陽光発電設備に対する固定資産税の課税免

除） 

７ 地方税法等の一部を改正する等の法律（平成

２８年法律第１３号）附則第１８条第６項の規

定によりなお従前の例によることとされた同

法第１条の規定による改正前の法附則第１５

条第３３項の規定の適用を受ける償却資産（太

陽光を電気に変換する設備及びその付属設備

で、平成２５年４月１日から同項に規定する取

得の期間の末日までに新たに取得され、かつ、

規則で定める要件を備えるものに限る。以下こ

の項において「適用償却資産」という。）に対

しては、当該適用償却資産に対して固定資産税

を課するとしたならば新たに課されることと

なる年度から３年度分に限り、固定資産税を課

さない。 

８ 法附則第１５条第３３項の規定の適用を受

ける償却資産（太陽光を電気に変換する設備及

びその付属設備で、平成２８年４月１日から同

項に規定する取得の期間の末日までに新たに

取得され、かつ、規則で定める要件を備えるも

のに限る。以下この項において「適用償却資産」

という。）に対しては、当該適用償却資産に対

して固定資産税を課するとしたならば新たに

課されることとなる年度から３年度分に限り、

固定資産税を課さない。 

９ 前２項の規定の適用を受けようとする者は、

その適用を受けようとする各年度の初日の属

する年の１月３１日までに、次の各号に掲げる

事項を記載した申告書に規則で定める書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

  ～  略 

（固定資産税等の課税標準等の特例） 

１０ 次の各号に掲げる規定の条例で定める割

合は、当該各号に定める割合とする。 

 ～  略 

  法附則第１５条第２項第７号 ４分の３ 

 ～  略 

（太陽光発電設備に対する固定資産税の課税免

除） 

７                    

                    

                    

              法附則第１５

条第３３項の規定の適用を受ける償却資産（太

陽光を電気に変換する設備及びその付属設備

で、平成２５年４月１日から同項に規定する取

得の期間の末日までに新たに取得され、かつ、

規則で定める要件を備えるものに限る。以下こ

の項において「適用償却資産」という。）に対

しては、当該適用償却資産に対して固定資産税

を課するとしたならば新たに課されることと

なる年度から３年度分に限り、固定資産税を課

さない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 前項 の規定の適用を受けようとする者は、

その適用を受けようとする各年度の初日の属

する年の１月３１日までに、次の各号に掲げる

事項を記載した申告書に規則で定める書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

  ～  略 

（固定資産税等の課税標準等の特例） 

９  次の各号に掲げる規定の条例で定める割

合は、当該各号に定める割合とする。 

 ～  略 

  法附則第１５条第２項第６号 ４分の３ 

 ～  略 

22



  法附則第１５条第２９項 ２分の１ 

  法附則第１５条第３０項 ２分の１ 

  法附則第１５条第３１項 ２分の１ 

  法附則第１５条第３３項第１号 ３分の

 ２ 

  法附則第１５条第３３項第２号 ２分の

 １ 

  法附則第１５条第３６項 ３分の２ 

  法附則第１５条第３９項 ３分の２ 

  法附則第１５条第４０項 ４分の３ 

  法附則第１５条第４２項 ５分の４ 

  法附則第１５条の８第４項において読み

替えて準用する法附則第１５条の６第２項 

 ３分の２ 

（平成２８年度又は平成２９年度における土地

の価格の特例） 

１１ 略 

１２ 略 

１３ 固定資産税の納税者は、その納付すべき平

成２８年度分又は平成２９年度分の固定資産

税に係る附則第１１項の規定の適用を受ける

土地について土地課税台帳等に登録された修

正価格について法第４３２条第１項の規定に

より審査の申出をする場合においては、当該土

地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の

課税標準の基礎となった価格についての不服

を審査の申出の理由とすることができない。 

１４ 略 

１５ 略 

１６ 略 

１７ 略 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

１８ 略 

１９ 前項の規定の適用がある場合における第

２５条第３項及び第４項の規定の適用につい

ては、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

２項並びに附則第１８項」と、同条第４項中「前

各項」とあるのは「前各項並びに附則第１８項」

 

  法附則第１５条第３０項 ２分の１ 

  法附則第１５条第３１項 ２分の１ 

 

 

 

 

  法附則第１５条第３６項 ３分の２ 

  法附則第１５条第３９項 ３分の２ 

  法附則第１５条第４０項 ４分の３ 

 

  法附則第１５条の８第４項において読み

替えて準用する法附則第１５条の６第２項

３分の２ 

（平成２８年度又は平成２９年度における土地

の価格の特例） 

１０ 略 

１１ 略 

１２ 固定資産税の納税者は、その納付すべき平

成２８年度分又は平成２９年度分の固定資産

税に係る附則第１０項の規定の適用を受ける

土地について土地課税台帳等に登録された修

正価格について法第４３２条第１項の規定に

より審査の申出をする場合においては、当該土

地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の

課税標準の基礎となった価格についての不服

を審査の申出の理由とすることができない。 

１３ 略 

１４ 略 

１５ 略 

１６ 略 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

１７ 略 

１８ 前項の規定の適用がある場合における第

２５条第３項及び第４項の規定の適用につい

ては、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

２項並びに附則第１７項」と、同条第４項中「前

各項」とあるのは「前各項並びに附則第１７項」
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とする。 

２０ 附則第１８項の規定は、所得割の納税義務

者が、当該年度の初日の属する年の３月１５日

までに、省令で定めるところにより、同項の規

定の適用を受けようとする旨及び市民税の住

宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事

項を記載した市民税住宅借入金等特別税額控

除申告書（その提出期限後において市民税の納

税通知書が送達される時までに提出されたも

のを含む。）を、市長に提出した場合に限り、

適用する。 

２１ 略 

２２ 平成２２年度から平成４１年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義

務者が前年分の所得税につき租税特別措置法

第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用

を受けた場合（居住年が平成１１年から平成１

８年まで又は平成２１年から平成３１年まで

の各年である場合に限る。）において、附則第

１８項の規定の適用を受けないときは、法附則

第５条の４の２第６項（同条第９項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に規定

するところにより計算した金額を、当該納税義

務者の第２２条第２項及び第３項並びに第２

５条第１項の規定を適用した場合の所得割の

額から控除する。 

２３ 略 

２４ 附則第２２項の規定の適用がある場合に

おける第２５条第３項及び第４項の規定の適

用については、同条第３項中「前２項」とある

のは「前２項並びに附則第２２項」と、同条第

４項中「前各項」とあるのは「前各項並びに附

則第２２項」とする。 

２５ 略 

（法人の市民税の特定寄附金税額控除） 

２６ 法人税法第１２１条第１項（同法第１４６

条第１項において準用する場合を含む。）の承

認を受けている法人が、平成２８年４月２０日

とする。 

１９ 附則第１７項の規定は、所得割の納税義務

者が、当該年度の初日の属する年の３月１５日

までに、省令で定めるところにより、同項の規

定の適用を受けようとする旨及び市民税の住

宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事

項を記載した市民税住宅借入金等特別税額控

除申告書（その提出期限後において市民税の納

税通知書が送達される時までに提出されたも

のを含む。）を、市長に提出した場合に限り、

適用する。 

２０ 略 

２１ 平成２２年度から平成４１年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義

務者が前年分の所得税につき租税特別措置法

第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用

を受けた場合（居住年が平成１１年から平成１

８年まで又は平成２１年から平成３１年まで

の各年である場合に限る。）において、附則第

１７項の規定の適用を受けないときは、法附則

第５条の４の２第６項（同条第９項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に規定

するところにより計算した金額を、当該納税義

務者の第２２条第２項及び第３項並びに第２

５条第１項の規定を適用した場合の所得割の

額から控除する。 

２２ 略 

２３ 附則第２１項の規定の適用がある場合に

おける第２５条第３項及び第４項の規定の適

用については、同条第３項中「前２項」とある

のは「前２項並びに附則第２１項」と、同条第

４項中「前各項」とあるのは「前各項並びに附

則第２１項」とする。 

２４ 略  
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から平成３２年３月３１日までの間に、認定地

方公共団体（法附則第８条の２の２第１項に規

定する認定地方公共団体をいう。次項において

同じ。）に対して特定寄附金（同条第１項に規

定する特定寄附金をいう。次項において同じ。）

を支出した場合は、同条第１項に規定する寄附

金支出事業年度の第３３条の８第１項（同項に

規定する予定申告法人に係る部分を除く。）、

第８項又は第９項の規定により申告納付すべ

き法人税割額から、法附則第８条の２の２第７

項、第８項及び第１２項並びに同条第１４項の

規定に基づく令に規定するところにより、同条

第７項に規定する控除額を控除するものとす

る。 

２７ 法人税法第２条第１２号の６の７に規定

する連結親法人又は当該連結親法人との間に

同条第１２号の７の７に規定する連結完全支

配関係がある同条第１２号の７に規定する連

結子法人（同条第１６号に規定する連結申告法

人に限る。）が、平成２８年４月２０日から平

成３２年３月３１日までの間に、認定地方公共

団体に対して特定寄附金を支出した場合は、法

附則第８条の２の２第３項に規定する寄附金

支出連結事業年度の第３３条の８第４項、第８

項又は第９項の規定により申告納付すべき法

人税割額から、法附則第８条の２の２第９項か

ら第１２項まで及び同条第１４項の規定に基

づく令に規定するところにより、同条第９項に

規定する控除額を控除するものとする。 

２８ 略 

２９ 略 

３０ 略 

３１ 略 

３２ 略 

３３ 略 

３４ 略 

（軽自動車税の税率の特例） 

３５ ３輪以上の軽自動車（法附則第３０条第１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５ 略 

２６ 略 

２７ 略 

２８ 略 

２９ 略 

３０ 略 

３１ 略 

（軽自動車税の税率の特例） 

３２ ３輪以上の軽自動車（法附則第３０条第１
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項に規定する軽自動車をいう。以下この項にお

いて「特定軽自動車」という。）に対する当該

特定軽自動車が初めて道路運送車両法（昭和２

６年法律第１８５号）第６０条第１項後段の規

定による車両番号の指定（次項から附則第３８

項までにおいて「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して１４年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係

る第６２条の規定の適用については、当分の

間、次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

第６２条 

第２号イ 

３，９００円 ４，６００円 

第６２条 

第２号ウ 

６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

３６ 平成２７年４月１日から平成２８年３月

３１日までの間（次項及び附則第３８項におい

て「軽課対象期間」という。）に初回車両番号

指定を受けた３輪以上の軽自動車で法附則第

３０条第３項各号に掲げるものに対する平成

２８年度分の軽自動車税に係る第６２条の規

定の適用については、次表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第６２条 

第２号イ 

３，９００円 １，０００円 

第６２条 

第２号ウ 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

 

３７ 略 

３８ 略 

３９ 略 

４０ 略 

項に規定する軽自動車をいう。以下この項にお

いて「特定軽自動車」という。）に対する当該

特定軽自動車が初めて道路運送車両法（昭和２

６年法律第１８５号）第６０条第１項後段の規

定による車両番号の指定（次項から附則第３５

項までにおいて「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して１４年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係

る第６２条の規定の適用については、当分の

間、次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

第６２条 

第２号イ 

３，９００円 ４，６００円 

第６２条 

第２号ウ 

６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

３３ 平成２７年４月１日から平成２８年３月

３１日までの間（次項及び附則第３５項におい

て「軽課対象期間」という。）に初回車両番号

指定を受けた３輪以上の軽自動車で法附則第

３０条第３項各号に掲げるものに対する平成

２８年度分の軽自動車税に係る第６２条の規

定の適用については、次表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第６２条 

第２号イ 

３，９００円 １，０００円 

第６２条 

第２号ウ 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

 

３４ 略 

３５ 略 

３６ 略 

３７ 略 
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４１ 略 

４２ 略 

（阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例） 

４３ 略 

４４ 略 

４５ 附則第４３項の規定は、平成７年度分の第

２６条第１項又は第３項の規定による申告書

（その提出期限後において市民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第２７条第１項の確

定申告書を含む。）に附則第４３項の規定の適

用を受けようとする旨の記載がある場合（これ

らの申告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認める場合を

含む。）に限り、適用する。 

４６ 略 

４７ 略 

（耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

４８ 法附則第１５条の９第１項に規定する耐

震基準適合住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修（同項に規定する耐震改修をい

う。以下この項及び附則第５０項において同

じ。）が完了した日から３月以内に、次の各号

に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改

修に要した費用を証する書類及び当該耐震改

修後の家屋が耐震基準（法附則第１５条の９第

１項に規定する耐震基準をいう。附則第５０項

において同じ。）に適合することを証する書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

  ～  略 

    耐震改修に要した費用の金額 

４９ 略  

（耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

５０ 略 

 ～  略 

３８ 略 

３９ 略 

（阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例） 

４０ 略 

４１ 略 

４２ 附則第４０項の規定は、平成７年度分の第

２６条第１項又は第３項の規定による申告書

（その提出期限後において市民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第２７条第１項の確

定申告書を含む。）に附則第４０項の規定の適

用を受けようとする旨の記載がある場合（これ

らの申告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認める場合を

含む。）に限り、適用する。 

４３ 略 

４４ 略 

（耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

４５ 法附則第１５条の９第１項に規定する耐

震基準適合住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修（同項に規定する耐震改修をい

う。以下この項及び附則第４７項において同

じ。）が完了した日から３月以内に、次の各号

に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改

修に要した費用を証する書類及び当該耐震改

修後の家屋が耐震基準（法附則第１５条の９第

１項に規定する耐震基準をいう。附則第４７項

において同じ。）に適合することを証する書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

 ～  略 

   耐震改修に要した費用    

４６ 略 

（耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

４７ 略 

  ～  略 
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   耐震改修に要した費用で省令附則第７条

第１１項に規定する補助の算定の基礎とな

ったものの金額 

５１ 略 

（高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修

専有部分に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

５２ 略 

 ～  略 

  改修工事に要した費用の金額     

                   

                 

  改修工事について令附則第１２条第２９

項に規定する補助金等の交付又は同項に規

定する居宅介護住宅改修費若しくは介護予

防住宅改修費の給付を受ける場合にあって

は、その金額 

５３ 略 

５４ 附則第５２項の規定にかかわらず、同項の

規定により申告書に添えるものとされている

書類については、市長は、当該書類により証明

すべき事実を公簿等によって確認することが

できるときは、申告書への添付を省略させるこ

とができる。 

（熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有

部分に対する固定資産税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告） 

５５ 略 

  ～  略 

   改修工事に要した費用の金額 

     改修工事について令附則第１２条第３６

項に規定する補助金等の交付を受ける場合

にあっては、その金額 

５６ 略 

５７ 附則第５５項の規定にかかわらず、同項の

規定により申告書に添えるものとされている

書類については、市長は、当該書類により証明

すべき事実を公簿等によって確認することが

   耐震改修に要した費用で省令附則第７条

第１１項に規定する補助の算定の基礎とな

ったもの    

４８ 略 

（高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修

専有部分に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

４９ 略 

 ～  略 

  改修工事に要した費用並びに令附則第１

２条第２９項に規定する補助金等、居宅介護

住宅改修費及び介護予防住宅改修費 

 

 

 

 

 

５０ 略 

５１ 附則第４９項の規定にかかわらず、同項の

規定により申告書に添えるものとされている

書類については、市長は、当該書類により証明

すべき事実を公簿等によって確認することが

できるときは、申告書への添付を省略させるこ

とができる。 

（熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有

部分に対する固定資産税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告） 

５２ 略 

  ～  略 

   改修工事に要した費用    

  

 

 

５３ 略 

５４ 附則第５２項の規定にかかわらず、同項の

規定により申告書に添えるものとされている

書類については、市長は、当該書類により証明

すべき事実を公簿等によって確認することが
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できるときは、申告書への添付を省略させるこ

とができる。 

５８ 略 

できるときは、申告書への添付を省略させるこ

とができる。 

５５ 略 
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尼崎市市税条例（第２条関係） 

改正後 現 行 

（延滞金） 

第１３条 納税者又は特別徴収義務者は、第３１

条第１項に規定する各納期若しくは同条第２

項の規定により市長が定めた納期に係る納期

限後、第３３条の４第１項若しくは第２項ただ

し書、第３３条の５の２若しくは第３３条の５

の５（これらの規定を第３５条の６の２におい

て準用する場合を含む。以下この条において同

じ。）、第３３条の６の４第１項 (第３３条の

６の５第３項において準用する場合を含む。以

下この条において同じ｡）、第３３条の８第１

項、第２項、第４項若しくは第６項若しくは第

３５条の６に規定する納期限後、第４５条第１

項に規定する各納期若しくは同条第２項の規

定により市長が定めた納期に係る納期限後、第

６３条第２項に規定する納期若しくは同条第

３項の規定により市長が定めた納期に係る納

期限後、第７３条の２に規定する納期限後、第

７３条の５第２項の規定により納税通知書に

定められた納期に係る納期限後、第９５条、第

９６の８第１項、第９６条の１３第３項若しく

は第１０２条第１項に規定する納期限後若し

くは第１１１条第１項に規定する各納期若し

くは同条第２項の規定により市長が定めた納

期に係る納期限後にその税金を納付し、若しく

は納入金を納入する場合又は第３３条の８第

８項に規定する申告書に係る税金を納付する

場合は、当該税額    又は納入金額に、そ

の納期限（当該 申告書に係る税金を納付する

ときは当該税金     に係る同条第１項、

第２項、第４項又は第６項に規定する納期限、

納期限が延長されたときはその延長後の納期

限。第１号、第２号及び第５号 において同

じ｡）の翌日から納付又は納入の日までの期間

の日数に応じ、年１４．６パーセント（次の各

号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に定め

（延滞金） 

第１３条 納税者又は特別徴収義務者は、第３１

条、第３３条の４             

                    

                    

  、第３３条の５の２若しくは第３３条の５

の５（第３５条の６の２       におい

て準用する場合を含む。以下この条において同

じ。）、第３３条の６の４(   第３３条の

６の５第３項において準用する場合を含む。以

下この条において同じ｡）、第３３条の８第１

項、第２項、第４項若しくは第６項、第３５条

の６、第４５条、第６３条第２項、第７３条の

２第１項若しくは第２項、第７３条の４第２項

                    

                    

                    

                    

                    

              、第９５条、第

９６の８第１項、第９６条の１３第３項、第１

０２条第１項又は第１１１条に規定する  

                    

                    

    納期限後にその税金を納付し、若しく

は納入金を納入する場合又は第３３条の８第

８項の申告書に係る税金    を納付する

場合においては、当該税額又は納入金額に、そ

の納期限（同項の申告書に係る税金を納付する

場合においては、当該税金に係る同条第１項、

第２項、第４項又は第６項の納期限とし、納期

限の延長のあったときは、その延長された納期

限とする。以下第１号及び第２号において同

じ｡）の翌日から納付又は納入の日までの期間

の日数に応じ、年１４．６パーセント（次の各

号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げ
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る日又は期限までの期間については、年７．３

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付書によって納

付し、又は納入書によって納入しなければなら

ない。 

  第３１条第１項に規定する各納期若しく

は同条第２項の規定により市長が定めた納

期に係る納期限後、第３３条の４第１項若し

くは第２項ただし書、第３３条の５の２、第

３３条の５の５、第３３条の６の４第１項若

しくは第３５条の６に規定する納期限後、第

４５条第１項に規定する各納期若しくは同

条第２項の規定により市長が定めた納期に

係る納期限後、第６３条第２項に規定する納

期若しくは同条第３項の規定により市長が

定めた納期に係る納期限後、第７３条の５第

２項の規定により納税通知書に定められた

納期に係る納期限後、第９６条の１３第３項

に規定する納期限後又は第１１１条第１項

に規定する各納期若しくは同条第２項の規

定により市長が定めた納期に係る納期限後

に納付し、又は納入する税額 これらの納期

限の翌日から１月を経過する日 

  第３３条の８第１項、第２項、第４項又は

第６項に規定する           

                   

             申告書に係る

税額（次号 に掲げる税額を除く。以下この

号において同じ。） 当該税額に係る納期限

の翌日から１月を経過する日      

  第３３条の８第１項、第２項、第４項又は

第６項に規定する申告書でその提出期限後

に提出したものに係る税額 その提出した

日（以下この号において「提出日」という。）

（提出日後に当該税額を納付したときは、そ

の納付の日（提出日の翌日から１月を経過す

る日後に納付したときは、当該日））   

                   

る期間        については、年７．３

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付書によって納

付し、又は納入書によって納入しなければなら

ない。 

  第３１条、第３３条の４、第３３条の５の

２若しくは第３３条の５の５、第３３条の６

の４、第３５条の６、第４５条、第６３条第

２項、第７３条の４第２項、第９６条の１３

第３項又は第１１１条の納期限後に納付し、

又は納入する税額 当該納期限の翌日から

１月を経過する日までの期間      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

               

  第３３条の８第１項、第２項、第４項若し

くは第６項、第７３条の２第１項若しくは第

２項、第９５条、第９６条の８第１項又は第

１０２条第１項の規定による申告書に係る

税額（第５号に掲げる税額を除く     

       ｡） 当該税額に係る納期限

の翌日から１月を経過する日までの期間 

  第３３条の８第１項、第２項、第４項若し

くは第６項、第７３条の２第１項若しくは第

２項、第９５条、第９６条の８第１項若しく

は第１０２条第１項の申告書でその提出期

限後に提出したもの又は第７３条の３第２

項、第９６条第２項(第９６条の８第２項に

おいて準用する場合を含む。)若しくは第１

０４条第２項の申告書に係る税額(第９６条
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  第３３条の８第８項に規定する申告書に

係る税額 同項の規定により申告書を提出

した日（同条第９項の規定の適用がある場合

において、当該申告書がその提出期限前に提

出されたときは、当該申告書の提出期限。以

下この号において「提出日等」という。）（提

出日等後に当該税額を納付したときは、その

納付の日（提出日等の翌日から１月を経過す

る日後に納付したときは、当該日）） 

  第７３条の２、第９５条、第９６条の８第

１項又は第１０２条第１項に規定する申告

書に係る税額（次号及び第７号に掲げる税額

を除く。以下この号において同じ。） 当該

税額に係る納期限の翌日から１月を経過す

る日 

  第７３条の２、第９５条、第９６条の８第

１項若しくは第１０２条第１項に規定する

申告書でその提出期限後に提出したもの又

は第７３条の３第２項、第９６条第２項（第

９６条の８第２項において準用する場合を

含む。以下この号において同じ。）若しくは

第１０４条第２項に規定する申告書に係る

税額（第９６条第１項（第９６条の８第２項

において準用する場合を含む。）の規定によ

り提出した申告書又は第９６条第２項に規

定する申告書に係る場合にあっては、次号に

掲げる税額を除く。以下この号において同

じ。） その提出した日（以下この号におい

て「提出日」という。）（提出日後に当該税

額を納付したときは、その納付の日（提出日

の翌日から１月を経過する日後に納付した

第１項若しくは第２項(第９６条の８第２項

において準用する場合を含む。)又は第１０

４条第１項若しくは第２項による申告書に

係る場合にあっては、第５号に掲げる税額を

除く。) 当該提出した日までの期間又はそ

の日の翌日から１月を経過する日までの期

間 

  第３３条の８第８項の申告書    に

係る税額 同項の規定により申告書を提出

した日（同条第９項の規定の適用がある場合

で   当該申告書がその提出期限前に提

出されたときは、当該申告書の提出期限）ま

での期間又はその期間の末日の翌日から１

月を経過する日までの期間       

                   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32



ときは、当該日）） 

  法第６０１条第３項若しくは第４項（これ

らの規定を法第６０２条第２項及び第６０

３条の２の２第２項において準用する場合

を含む。）、第６０３条第３項、第６０３条

の２第５項又は第６２９条第５項の規定に

よって徴収を猶予した税額 その猶予した

期間の末日（以下この号において「猶予期限」

という。）（猶予期限後に当該税額を納付し

たときは、その納付の日（猶予期限の翌日か

ら１月を経過する日後に納付したときは、当

該日）） 

２ 略 

 

（法人の市民税の税率） 

第３３条の７ 略 

２ 法人税割の税率は、１００分の８．４ とす

る。 

３～９ 略 

（中小法人に対する不均一課税） 

第３３条の７の２ 次の各号のいずれかに該当

する者で、法人税割の課税標準となる法人税額

又は個別帰属法人税額（法第２９２条第１項第

４号の２に規定する個別帰属法人税額をいう。

以下この款において同じ。）が年４，０００，

０００円以下であるものに対する当該事業年

度（連結事業年度に該当する期間を除く。第５

項において同じ。）分又は当該連結事業年度分

の法人税割額は、前条第２項の規定を適用して

計算した法人税割額から当該法人税割額に８．

４分の２．４  を乗じて計算した額に相当す

る額を控除した金額とする。 

 ～  略 

２～５ 略 

 

附則 

１～２４ 略 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

 

  法第６０１条第３項若しくは第４項（これ

らの規定を法第６０２条第２項及び第６０

３条の２の２第２項において準用する場合

を含む。）、第６０３条第３項、第６０３条

の２第５項又は第６２９条第５項の規定に

よって徴収を猶予した税額 当該猶予した

期間又はその期間の末日の翌日から１月を

経過する日までの期間         

                   

                   

     

２ 略 

 

（法人の市民税の税率） 

第３３条の７ 略 

２ 法人税割の税率は、１００分の１２．１とす

る。 

３～９ 略 

（中小法人に対する不均一課税） 

第３３条の７の２ 次の各号のいずれかに該当

する者で、法人税割の課税標準となる法人税額

又は個別帰属法人税額（法第２９２条第１項第

４号の２に規定する個別帰属法人税額をいう。

以下この款において同じ。）が年４，０００，

０００円以下であるものに対する当該事業年

度（連結事業年度に該当する期間を除く。第５

項において同じ。）分又は当該連結事業年度分

の法人税割額は、前条第２項の規定を適用して

計算した法人税割額から当該法人税割額に１

２．１分の２．４を乗じて計算した額に相当す

る額を控除した金額とする。 

 ～  略 

２～５ 略 

 

附則 

１～２４ 略 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 
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２５ 第２５条第２項の規定の適用を受ける市

民税の所得割の納税義務者が、法第３１４条の

７第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合

に該当する場合又は第２２条第３項に規定す

る課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税

山林所得金額を有しない場合であって、当該納

税義務者の前年中の所得について、法附則第３

３条の２第５項、附則第３３条の３第５項、附

則第３４条第４項、附則第３５条第５項、附則

第３５条の２第５項、附則第３５条の２の２第

５項又は附則第３５条の４第４項の規定の適

用を受けるときは、法第３１４条の７第２項に

規定する特例控除額は、同項第２号及び第３号

の規定にかかわらず、法附則第５条の５第２項

（法附則第５条の６第２項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。）に規定すると

ころにより算定するものとする。 

２６～４５ 略 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

４６ 平成３０年度から平成３４年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義

務者が、前年中に自己又は自己と生計を一にす

る配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬

品等購入費（租税特別措置法第４１条の１７の

２第１項に規定する特定一般用医薬品等購入

費をいう。）を支払った場合において法附則第

４条の４第３項に規定する取組を行ったとき

における第２１条の規定による控除について

は、当該所得割の納税義務者の選択により、同

条中「同項」とあるのは「同項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第

４条の４第３項の規定により読み替えて適用

される法第３１４条の２第１項（同号に限

る。）」として、同条の規定を適用することが

できる。 

４７ 略 

４８ 略 

２５ 第２５条第２項の規定の適用を受ける市

民税の所得割の納税義務者が、法第３１４条の

７第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合

に該当する場合又は第２２条第３項に規定す

る課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税

山林所得金額を有しない場合であって、当該納

税義務者の前年中の所得について、法附則第３

３条の２第５項、附則第３３条の３第５項、附

則第３４条第４項、附則第３５条第５項、附則

第３５条の２第６項           

  又は附則第３５条の４第４項の規定の適

用を受けるときは、法第３１４条の７第２項に

規定する特例控除額は、同項第２号及び第３号

の規定にかかわらず、法附則第５条の５第２項

（法附則第５条の６第２項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。）に規定すると

ころにより算定するものとする。 

２６～４５ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４６ 略 

４７ 略 
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（耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

４９ 法附則第１５条の９第１項に規定する耐

震基準適合住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修（同項に規定する耐震改修をい

う。以下この項及び附則第５１項において同

じ。）が完了した日から３月以内に、次の各号

に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改

修に要した費用を証する書類及び当該耐震改

修後の家屋が耐震基準（法附則第１５条の９第

１項に規定する耐震基準をいう。附則第５１項

において同じ。）に適合することを証する書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

 ～  略 

５０ 略 

５１ 略 

５２ 略 

（高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修

専有部分に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

５３ 略 

５４ 略 

５５ 附則第５３項の規定にかかわらず、同項の

規定により申告書に添えるものとされている

書類については、市長は、当該書類により証明

すべき事実を公簿等によって確認することが

できるときは、申告書への添付を省略させるこ

とができる。 

（熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有

部分に対する固定資産税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告） 

５６ 略 

５７ 略 

５８ 附則第５６項の規定にかかわらず、同項の

規定により申告書に添えるものとされている

書類については、市長は、当該書類により証明

すべき事実を公簿等によって確認することが

（耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

４８ 法附則第１５条の９第１項に規定する耐

震基準適合住宅について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修（同項に規定する耐震改修をい

う。以下この項及び附則第５０項において同

じ。）が完了した日から３月以内に、次の各号

に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改

修に要した費用を証する書類及び当該耐震改

修後の家屋が耐震基準（法附則第１５条の９第

１項に規定する耐震基準をいう。附則第５０項

において同じ。）に適合することを証する書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

  ～  略 

４９ 略 

５０ 略 

５１ 略 

（高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修

専有部分に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

５２ 略 

５３ 略 

５４ 附則第５２項の規定にかかわらず、同項の

規定により申告書に添えるものとされている

書類については、市長は、当該書類により証明

すべき事実を公簿等によって確認することが

できるときは、申告書への添付を省略させるこ

とができる。 

（熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有

部分に対する固定資産税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告） 

５５ 略 

５６ 略 

５７ 附則第５５項の規定にかかわらず、同項の

規定により申告書に添えるものとされている

書類については、市長は、当該書類により証明

すべき事実を公簿等によって確認することが
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できるときは、申告書への添付を省略させるこ

とができる。 

５９ 略 

できるときは、申告書への添付を省略させるこ

とができる。 

５８ 略 
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尼崎市市税条例及び尼崎市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（平成２７年尼崎市

条例第３７号）（第３条関係） 

改正後 現 行 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

  第１条中第１９条第２項及び第２７条の

３第４項の改正規定並びに次項の規定 平

成２８年１月１日 

  第２条の規定（次号に掲げる改正規定を除

く。）並びに付則第３項及び第５項から第１

１項までの規定 平成２８年４月１日 

  第２条中第３３条の８第５項の改正規定

及び付則第４項 平成３０年４月１日 

２・３ 略 

４ 平成２８年改正後条例第３３条の８第５項

の規定は、平成３０年４月１日以後に開始した

事業年度において損金の額が益金の額を超え

ることとなったため還付を受けた地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第３２１条の８第１

２項第１号に規定する内国法人の控除対象還

付法人税額、同項第２号に規定する外国法人の

恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人

税額又は同項第３号に規定する外国法人の恒

久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人

税額（以下「内国法人の控除対象還付法人税額

等」という。）（同条第１３項の規定により内

国法人の控除対象還付法人税額等とみなされ

たものを含む。以下同じ。）について適用し、

同日前に開始した事業年度において損金の額

が益金の額を超えることとなったため還付を

受けた内国法人の控除対象還付法人税額等に

ついては、なお従前の例による。 

５～１２ 略 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

  第１条中第１９条第２項及び第２７条の

３第４項の改正規定並びに次項の規定 平

成２８年１月１日 

  第２条の規定（次号に掲げる改正規定を除

く。）並びに付則第３項及び第５項から第１

１項までの規定 平成２８年４月１日 

  第２条中第３３条の８第５項の改正規定

及び付則第４項 平成２９年４月１日 

２・３ 略 

４ 平成２８年改正後条例第３３条の８第５項

の規定は、平成２９年４月１日以後に開始した

事業年度において損金の額が益金の額を超え

ることとなったため還付を受けた地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第３２１条の８第１

２項第１号に規定する内国法人の控除対象還

付法人税額、同項第２号に規定する外国法人の

恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人

税額又は同項第３号に規定する外国法人の恒

久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人

税額（以下「内国法人の控除対象還付法人税額

等」という。）（同条第１３項の規定により内

国法人の控除対象還付法人税額等とみなされ

たものを含む。以下同じ。）について適用し、

同日前に開始した事業年度において損金の額

が益金の額を超えることとなったため還付を

受けた内国法人の控除対象還付法人税額等に

ついては、なお従前の例による。 

５～１２ 略 
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尼崎市市税条例及び尼崎市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（平成２７年尼崎市

条例第５４号）（第４条関係） 

改正後 現 行 

第１条 尼崎市市税条例（昭和２５年尼崎市条例

第６１号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「次条」を「以下この節」に改

める。 

 第５条の２の次に次の１条を加える。 

（個人番号を有しない個人等に係る申告等の手

続の特例） 

第５条の３ 個人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項

に規定する個人番号をいう。以下同じ。）を有

しない個人及び法人番号（同条第１５項に規定

する法人番号をいう。以下同じ。）を有しない

法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管

理人の定めがあるものを含む。第２章第１節、

第５７条第３項及び第４項並びに第３章第２

節を除き、以下同じ。）は、この条例等の規定

に基づく申告、申請、届出その他の市長に対し

てする通知に係る書面でこの条例等の規定に

より個人番号又は法人番号を記載することと

されているものについては、当該規定にかかわ

らず、個人番号及び法人番号を記載することを

要しない。 

第１５条の２の次に次の８条を加える。 

（徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納

入） 

第１５条の３ 市長は、法第１５条第１項又は第

２項の規定による徴収の猶予（以下この節にお

いて「徴収の猶予」という。）をする場合には、

当該徴収の猶予に係る徴収金の納付又は納入

について、当該徴収の猶予をする金額を、当該

徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の

猶予を受ける者の財産の状況その他の事情か

らみて合理的かつ妥当なものに分割して納付

させ、又は納入させることができる。 

第１条 尼崎市市税条例（昭和２５年尼崎市条例

第６１号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「次条」を「以下この節」に改

める。 

 第５条の２の次に次の１条を加える。 

（個人番号を有しない個人等に係る申告等の手

続の特例） 

第５条の３ 個人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項

に規定する個人番号をいう。以下同じ。）を有

しない個人及び法人番号（同条第１５項に規定

する法人番号をいう。以下同じ。）を有しない

法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管

理人の定めがあるものを含む。第２章第１節、

第５７条第３項及び第４項並びに第３章第２

節を除き、以下同じ。）は、この条例等の規定

に基づく申告、申請、届出その他の市長に対し

てする通知に係る書面でこの条例等の規定に

より個人番号又は法人番号を記載することと

されているものについては、当該規定にかかわ

らず、個人番号及び法人番号を記載することを

要しない。 

第１５条の２の次に次の８条を加える。 

（徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納

入） 

第１５条の３ 市長は、法第１５条第１項又は第

２項の規定による徴収の猶予（以下この節にお

いて「徴収の猶予」という。）をする場合には、

当該徴収の猶予に係る徴収金の納付又は納入

について、当該徴収の猶予をする金額を、当該

徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の

猶予を受ける者の財産の状況その他の事情か

らみて合理的かつ妥当なものに分割して納付

させ、又は納入させることができる。 
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２ 市長は、法第１５条第４項の規定による徴収

の猶予をした期間の延長（以下この節において

「徴収の猶予期間の延長」という。）をする場

合には、当該徴収の猶予期間の延長に係る徴収

金の納付又は納入について、当該徴収の猶予期

間の延長をする金額を、当該徴収の猶予期間の

延長をする期間内において、当該徴収の猶予期

間の延長を受ける者の財産の状況その他の事

情からみて合理的かつ妥当なものに分割して

納付させ、又は納入させることができる。 

３ 市長は、第１項の規定により徴収の猶予をす

る金額を分割して納付させ、若しくは納入さ

せ、又は前項の規定により徴収の猶予期間の延

長をする金額を分割して納付させ、若しくは納

入させる場合においては、これらの分割納付の

各納付期限及び当該納付期限ごとの納付金額

又はこれらの分割納入の各納入期限及び当該

納入期限ごとの納入金額（以下この節において

「納付期限等」という。）を定めるものとする。 

４ 市長は、前項の規定により納付期限等を定め

たときは、法第１５条の２の２第１項の規定に

よる通知に併せて、当該納付期限等を定めた

旨、当該納付期限等その他市長が必要と認める

事項を徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長

を受けた者に通知しなければならない。 

５ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延

長を受けた者で第３項の規定により納付期限

等が定められたものが、その各納付期限までに

当該納付期限に係る納付金額を納付し、又はそ

の各納入期限までに当該納入期限に係る納入

金額を納入することができないことにつきや

むを得ない理由があると認めるときは、その分

割納付の各納付期限若しくは当該納付期限ご

との納付金額又はその分割納入の各納入期限

若しくは当該納入期限ごとの納入金額を変更

することができる。 

６ 市長は、前項の規定により分割納付の各納付

期限若しくは当該納付期限ごとの納付金額又

２ 市長は、法第１５条第４項の規定による徴収

の猶予をした期間の延長（以下この節において

「徴収の猶予期間の延長」という。）をする場

合には、当該徴収の猶予期間の延長に係る徴収

金の納付又は納入について、当該徴収の猶予期

間の延長をする金額を、当該徴収の猶予期間の

延長をする期間内において、当該徴収の猶予期

間の延長を受ける者の財産の状況その他の事

情からみて合理的かつ妥当なものに分割して

納付させ、又は納入させることができる。 

３ 市長は、第１項の規定により徴収の猶予をす

る金額を分割して納付させ、若しくは納入さ

せ、又は前項の規定により徴収の猶予期間の延

長をする金額を分割して納付させ、若しくは納

入させる場合においては、これらの分割納付の

各納付期限及び当該納付期限ごとの納付金額

又はこれらの分割納入の各納入期限及び当該

納入期限ごとの納入金額（以下この節において

「納付期限等」という。）を定めるものとする。 

４ 市長は、前項の規定により納付期限等を定め

たときは、法第１５条の２の２第１項の規定に

よる通知に併せて、当該納付期限等を定めた

旨、当該納付期限等その他市長が必要と認める

事項を徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長

を受けた者に通知しなければならない。 

５ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延

長を受けた者で第３項の規定により納付期限

等が定められたものが、その各納付期限までに

当該納付期限に係る納付金額を納付し、又はそ

の各納入期限までに当該納入期限に係る納入

金額を納入することができないことにつきや

むを得ない理由があると認めるときは、その分

割納付の各納付期限若しくは当該納付期限ご

との納付金額又はその分割納入の各納入期限

若しくは当該納入期限ごとの納入金額を変更

することができる。 

６ 市長は、前項の規定により分割納付の各納付

期限若しくは当該納付期限ごとの納付金額又
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は分割納入の各納入期限若しくは当該納入期

限ごとの納入金額を変更したときは、その旨、

その変更後の納付期限等その他市長が必要と

認める事項をその変更を受けた者に通知しな

ければならない。 

（法第１５条の２第１項の条例で定める事項等） 

第１５条の４ 法第１５条の２第１項の条例で

定める事項は、次のとおりとする。 

  徴収の猶予（法第１５条第１項の規定によ

るものに限る。以下この項及び次項において

同じ。）を受けようとする者の住所、氏名及

び個人番号（法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び法人番号並びにその代表

者の氏名） 

   法第１５条第１項各号のいずれかに該当

する事実及び当該事実に基づき徴収の猶予

に係る徴収金を一時に納付し、又は納入する

ことができない事情の詳細 

   納付し、又は納入すべき市税の税目、年度、

納期限及び金額 

   前号の金額のうち徴収の猶予を受けよう

とする金額 

   徴収の猶予を受けようとする期間 

   前条第１項の規定による分割納付又は分

割納入の方法によることを希望するか否か 

  前号に規定する方法によることを希望す

る場合にあっては、納付期限等 

  徴収の猶予を受けようとする金額が１，０

００，０００円を超え、かつ、その期間が３

か月を超える場合にあっては、提供しようと

する担保で法第１６条第１項各号のいずれ

かに該当するものの種類、数量、所在及び価

格（当該担保が同項第６号に該当するとき

は、同号の保証人の住所又は居所及び氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地及

び名称並びにその代表者の氏名））（以下「提

供担保情報」という。） 

  前号に規定する場合において、法第１６条

は分割納入の各納入期限若しくは当該納入期

限ごとの納入金額を変更したときは、その旨、

その変更後の納付期限等その他市長が必要と

認める事項をその変更を受けた者に通知しな

ければならない。 

（法第１５条の２第１項の条例で定める事項等） 

第１５条の４ 法第１５条の２第１項の条例で

定める事項は、次のとおりとする。 

  徴収の猶予（法第１５条第１項の規定によ

るものに限る。以下この項及び次項において

同じ。）を受けようとする者の住所、氏名及

び個人番号（法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び法人番号並びにその代表

者の氏名） 

   法第１５条第１項各号のいずれかに該当

する事実及び当該事実に基づき徴収の猶予

に係る徴収金を一時に納付し、又は納入する

ことができない事情の詳細 

   納付し、又は納入すべき市税の税目、年度、

納期限及び金額 

   前号の金額のうち徴収の猶予を受けよう

とする金額 

   徴収の猶予を受けようとする期間 

   前条第１項の規定による分割納付又は分

割納入の方法によることを希望するか否か 

  前号に規定する方法によることを希望す

る場合にあっては、納付期限等 

  徴収の猶予を受けようとする金額が１，０

００，０００円を超え、かつ、その期間が３

か月を超える場合にあっては、提供しようと

する担保で法第１６条第１項各号のいずれ

かに該当するものの種類、数量、所在及び価

格（当該担保が同項第６号に該当するとき

は、同号の保証人の住所又は居所及び氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地及

び名称並びにその代表者の氏名））（以下「提

供担保情報」という。） 

  前号に規定する場合において、法第１６条
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第１項各号に掲げる担保をいずれも提供す

ることができない特別の事情があるときは、

当該事情の詳細 

   その他市長が必要と認める事項 

２ 法第１５条の２第１項の条例で定める書類

は、次のとおりとする。 

   法第１５条第１項各号のいずれかに該当

する事実を証する書類 

   財産目録その他の資産及び負債の状況を

明らかにする書類 

   徴収の猶予を受けようとする日前１年間

の収入及び支出の実績並びに同日以後の収

入及び支出の見込みを明らかにする書類 

   地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５

号。以下「令」という。）第６条の１０の規

定により同条に規定する書類を提出すべき

場合にあっては、当該書類 

   その他市長が必要と認める書類 

３ 法第１５条の２第２項の条例で定める事項

は、次のとおりとする。 

   徴収の猶予（法第１５条第２項の規定によ

るものに限る。以下この項及び次項において

同じ。）を受けようとする者の住所、氏名及

び個人番号（法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び法人番号並びにその代表

者の氏名） 

   徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、

又は納入することができない事情の詳細 

   納付し、又は納入すべき市税の税目、年度、

納期限及び金額 

   前号の金額のうち徴収の猶予を受けよう

とする金額 

   徴収の猶予を受けようとする期間 

   前条第１項の規定による分割納付又は分

割納入の方法によることを希望するか否か 

  前号に規定する方法によることを希望す

る場合にあっては、納付期限等 

  徴収の猶予を受けようとする金額が１，０

第１項各号に掲げる担保をいずれも提供す

ることができない特別の事情があるときは、

当該事情の詳細 

   その他市長が必要と認める事項 

２ 法第１５条の２第１項の条例で定める書類

は、次のとおりとする。 

   法第１５条第１項各号のいずれかに該当

する事実を証する書類 

   財産目録その他の資産及び負債の状況を

明らかにする書類 

   徴収の猶予を受けようとする日前１年間

の収入及び支出の実績並びに同日以後の収

入及び支出の見込みを明らかにする書類 

   地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５

号。以下「令」という。）第６条の１０の規

定により同条に規定する書類を提出すべき

場合にあっては、当該書類 

   その他市長が必要と認める書類 

３ 法第１５条の２第２項の条例で定める事項

は、次のとおりとする。 

   徴収の猶予（法第１５条第２項の規定によ

るものに限る。以下この項及び次項において

同じ。）を受けようとする者の住所、氏名及

び個人番号（法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び法人番号並びにその代表

者の氏名） 

   徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、

又は納入することができない事情の詳細 

   納付し、又は納入すべき市税の税目、年度、

納期限及び金額 

   前号の金額のうち徴収の猶予を受けよう

とする金額 

   徴収の猶予を受けようとする期間 

   前条第１項の規定による分割納付又は分

割納入の方法によることを希望するか否か 

  前号に規定する方法によることを希望す

る場合にあっては、納付期限等 

  徴収の猶予を受けようとする金額が１，０
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００，０００円を超え、かつ、その期間が３

か月を超える場合にあっては、提供担保情報 

  前号に規定する場合において、法第１６条

第１項各号に掲げる担保をいずれも提供す

ることができない特別の事情があるときは、

当該事情の詳細 

   その他市長が必要と認める事項 

４ 法第１５条の２第２項の条例で定める書類

は、次のとおりとする。 

   第２項第２号及び第４号に掲げる書類 

   徴収の猶予を受けようとする日前１年間

の収入及び支出の実績並びに同日以後の収

入及び支出の見込みを明らかにする書類 

   その他市長が必要と認める書類 

５ 法第１５条の２第３項の条例で定める事項

は、次のとおりとする。 

   徴収の猶予期間の延長を受けようとする

者の住所、氏名及び個人番号（法人にあって

は、主たる事務所の所在地、名称及び法人番

号並びにその代表者の氏名） 

   徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の

猶予を受けた金額を納付し、又は納入するこ

とができない事情の詳細 

   徴収の猶予期間の延長を受けようとする

期間 

   納付し、又は納入すべき市税の税目、年度、

納期限及び金額 

   前号の金額のうち徴収の猶予期間の延長

を受けようとする金額 

   前条第２項の規定による分割納付又は分

割納入の方法によることを希望するか否か 

  前号に規定する方法によることを希望す

る場合にあっては、納付期限等 

  徴収の猶予期間の延長を受けようとする

金額が１，０００，０００円を超え、かつ、

その期間が３か月を超える場合にあっては、

提供担保情報 

  前号に規定する場合において、法第１６条

００，０００円を超え、かつ、その期間が３

か月を超える場合にあっては、提供担保情報 

  前号に規定する場合において、法第１６条

第１項各号に掲げる担保をいずれも提供す

ることができない特別の事情があるときは、

当該事情の詳細 

   その他市長が必要と認める事項 

４ 法第１５条の２第２項の条例で定める書類

は、次のとおりとする。 

   第２項第２号及び第４号に掲げる書類 

   徴収の猶予を受けようとする日前１年間

の収入及び支出の実績並びに同日以後の収

入及び支出の見込みを明らかにする書類 

   その他市長が必要と認める書類 

５ 法第１５条の２第３項の条例で定める事項

は、次のとおりとする。 

   徴収の猶予期間の延長を受けようとする

者の住所、氏名及び個人番号（法人にあって

は、主たる事務所の所在地、名称及び法人番

号並びにその代表者の氏名） 

   徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の

猶予を受けた金額を納付し、又は納入するこ

とができない事情の詳細 

   徴収の猶予期間の延長を受けようとする

期間 

   納付し、又は納入すべき市税の税目、年度、

納期限及び金額 

   前号の金額のうち徴収の猶予期間の延長

を受けようとする金額 

   前条第２項の規定による分割納付又は分

割納入の方法によることを希望するか否か 

  前号に規定する方法によることを希望す

る場合にあっては、納付期限等 

  徴収の猶予期間の延長を受けようとする

金額が１，０００，０００円を超え、かつ、

その期間が３か月を超える場合にあっては、

提供担保情報 

  前号に規定する場合において、法第１６条
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第１項各号に掲げる担保をいずれも提供す

ることができない特別の事情があるときは、

当該事情の詳細 

   その他市長が必要と認める事項 

６ 法第１５条の２第３項の条例で定める書類

は、次のとおりとする。 

   第２項第２号及び第４号に掲げる書類 

  徴収の猶予期間の延長を受けようとする

日前１年間の収入及び支出の実績並びに同

日以後の収入及び支出の見込みを明らかに

する書類 

   その他市長が必要と認める書類 

７ 法第１５条の２第４項の条例で定める書類

は、令第６条の１０の規定により同条に規定す

る書類を提出すべき場合における当該書類そ

の他市長が必要と認める書類とする。 

８ 法第１５条の２第８項の条例で定める期間

は、２０日間とする。 

（職権による換価の猶予に係る徴収金の分割納

付又は分割納入） 

第１５条の５ 第１５条の３の規定は、法第１５

条の５第１項の規定による換価の猶予（以下こ

の節において「職権による換価の猶予」とい

う。）について準用する。この場合において、

必要な技術的読替えは、規則で定める。 

（法第１５条の５の２第１項及び第２項の条例

で定める書類） 

第１５条の６ 法第１５条の５の２第１項及び

第２項の条例で定める書類は、次のとおりとす

る。 

   第１５条の４第２項第２号及び第４号に

掲げる書類 

   市長が指定する日前１年間の収入及び支

出の実績並びに同日以後の収入及び支出の

見込みを明らかにする書類 

   その他市長が必要と認める書類 

（法第１５条の６第１項の条例で定める期間） 

第１５条の７ 法第１５条の６第１項の条例で

第１項各号に掲げる担保をいずれも提供す

ることができない特別の事情があるときは、

当該事情の詳細 

   その他市長が必要と認める事項 

６ 法第１５条の２第３項の条例で定める書類

は、次のとおりとする。 

   第２項第２号及び第４号に掲げる書類 

  徴収の猶予期間の延長を受けようとする

日前１年間の収入及び支出の実績並びに同

日以後の収入及び支出の見込みを明らかに

する書類 

   その他市長が必要と認める書類 

７ 法第１５条の２第４項の条例で定める書類

は、令第６条の１０の規定により同条に規定す

る書類を提出すべき場合における当該書類そ

の他市長が必要と認める書類とする。 

８ 法第１５条の２第８項の条例で定める期間

は、２０日間とする。 

（職権による換価の猶予に係る徴収金の分割納

付又は分割納入） 

第１５条の５ 第１５条の３の規定は、法第１５

条の５第１項の規定による換価の猶予（以下こ

の節において「職権による換価の猶予」とい

う。）について準用する。この場合において、

必要な技術的読替えは、規則で定める。 

（法第１５条の５の２第１項及び第２項の条例

で定める書類） 

第１５条の６ 法第１５条の５の２第１項及び

第２項の条例で定める書類は、次のとおりとす

る。 

   第１５条の４第２項第２号及び第４号に

掲げる書類 

   市長が指定する日前１年間の収入及び支

出の実績並びに同日以後の収入及び支出の

見込みを明らかにする書類 

   その他市長が必要と認める書類 

（法第１５条の６第１項の条例で定める期間） 

第１５条の７ 法第１５条の６第１項の条例で
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定める期間は、６か月間とする。 

（申請による換価の猶予に係る徴収金の分割納

付又は分割納入） 

第１５条の８ 第１５条の３の規定は、法第１５

条の６第１項の規定による換価の猶予（以下

「申請による換価の猶予」という。）について

準用する。この場合において、必要な技術的読

替えは、規則で定める。 

（法第１５条の６の２第１項の条例で定める事

項等） 

第１５条の９ 法第１５条の６の２第１項の条

例で定める事項は、次のとおりとする。 

   申請による換価の猶予を受けようとする

者の住所、氏名及び個人番号（法人にあって

は、主たる事務所の所在地、名称及び法人番

号並びにその代表者の氏名） 

   申請による換価の猶予に係る徴収金を一

時に納付し、又は納入することにより事業の

継続又は生活の維持が困難となる事情の詳

細 

   納付し、又は納入すべき市税の税目、年度、

納期限及び金額 

   前号の金額のうち、受けようとする申請に

よる換価の猶予に係るもの 

   申請による換価の猶予を受けようとする

期間 

   前条において読み替えて準用する第１５

条の３第１項の規定による分割納付又は分

割納入の方法によることを希望するか否か 

  前号に規定する方法によることを希望す

る場合にあっては、納付期限等 

   受けようとする申請による換価の猶予に

係る金額が１，０００，０００円を超え、か

つ、その期間が３か月を超える場合にあって

は、提供担保情報 

  前号に規定する場合において、法第１６条

第１項各号に掲げる担保をいずれも提供す

ることができない特別の事情があるときは、

定める期間は、６か月間とする。 

（申請による換価の猶予に係る徴収金の分割納

付又は分割納入） 

第１５条の８ 第１５条の３の規定は、法第１５

条の６第１項の規定による換価の猶予（以下

「申請による換価の猶予」という。）について

準用する。この場合において、必要な技術的読

替えは、規則で定める。 

（法第１５条の６の２第１項の条例で定める事

項等） 

第１５条の９ 法第１５条の６の２第１項の条

例で定める事項は、次のとおりとする。 

   申請による換価の猶予を受けようとする

者の住所、氏名及び個人番号（法人にあって

は、主たる事務所の所在地、名称及び法人番

号並びにその代表者の氏名） 

   申請による換価の猶予に係る徴収金を一

時に納付し、又は納入することにより事業の

継続又は生活の維持が困難となる事情の詳

細 

   納付し、又は納入すべき市税の税目、年度、

納期限及び金額 

   前号の金額のうち、受けようとする申請に

よる換価の猶予に係るもの 

   申請による換価の猶予を受けようとする

期間 

   前条において読み替えて準用する第１５

条の３第１項の規定による分割納付又は分

割納入の方法によることを希望するか否か 

  前号に規定する方法によることを希望す

る場合にあっては、納付期限等 

   受けようとする申請による換価の猶予に

係る金額が１，０００，０００円を超え、か

つ、その期間が３か月を超える場合にあって

は、提供担保情報 

  前号に規定する場合において、法第１６条

第１項各号に掲げる担保をいずれも提供す

ることができない特別の事情があるときは、
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当該事情の詳細 

    その他市長が必要と認める事項 

２ 法第１５条の６の２第１項の条例で定める

書類は、次のとおりとする。 

   第１５条の４第２項第２号及び第４号に

掲げる書類 

   申請による換価の猶予を受けようとする

日前１年間の収入及び支出の実績並びに同

日以後の収入及び支出の見込みを明らかに

する書類 

   その他市長が必要と認める書類 

３ 法第１５条の６の２第２項の条例で定める

事項は、次のとおりとする。 

   法第１５条の６第３項において準用する

法第１５条第４項の規定による申請による

換価の猶予をした期間の延長（以下この節に

おいて「申請による換価の猶予期間の延長」

という。）を受けようとする者の住所、氏名

及び個人番号（法人にあっては、主たる事務

所の所在地、名称及び法人番号並びにその代

表者の氏名） 

   申請による換価の猶予を受けた期間内に

当該申請による換価の猶予に係る金額を納

付し、又は納入することができない事情の詳

細 

   申請による換価の猶予期間の延長を受け

ようとする期間 

   納付し、又は納入すべき市税の税目、年度、

納期限及び金額 

   前号の金額のうち、受けようとする申請に

よる換価の猶予期間の延長に係るもの 

   前条において読み替えて準用する第１５

条の３第２項の規定による分割納付又は分

割納入の方法によることを希望するか否か 

  前号に規定する方法によることを希望す

る場合にあっては、納付期限等 

  受けようとする申請による換価の猶予期

間の延長に係る金額が１，０００，０００円

当該事情の詳細 

    その他市長が必要と認める事項 

２ 法第１５条の６の２第１項の条例で定める

書類は、次のとおりとする。 

   第１５条の４第２項第２号及び第４号に

掲げる書類 

   申請による換価の猶予を受けようとする

日前１年間の収入及び支出の実績並びに同

日以後の収入及び支出の見込みを明らかに

する書類 

   その他市長が必要と認める書類 

３ 法第１５条の６の２第２項の条例で定める

事項は、次のとおりとする。 

   法第１５条の６第３項において準用する

法第１５条第４項の規定による申請による

換価の猶予をした期間の延長（以下この節に

おいて「申請による換価の猶予期間の延長」

という。）を受けようとする者の住所、氏名

及び個人番号（法人にあっては、主たる事務

所の所在地、名称及び法人番号並びにその代

表者の氏名） 

   申請による換価の猶予を受けた期間内に

当該申請による換価の猶予に係る金額を納

付し、又は納入することができない事情の詳

細 

   申請による換価の猶予期間の延長を受け

ようとする期間 

   納付し、又は納入すべき市税の税目、年度、

納期限及び金額 

   前号の金額のうち、受けようとする申請に

よる換価の猶予期間の延長に係るもの 

   前条において読み替えて準用する第１５

条の３第２項の規定による分割納付又は分

割納入の方法によることを希望するか否か 

  前号に規定する方法によることを希望す

る場合にあっては、納付期限等 

  受けようとする申請による換価の猶予期

間の延長に係る金額が１，０００，０００円
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を超え、かつ、その期間が３か月を超える場

合にあっては、提供担保情報 

  前号に規定する場合において、法第１６条

第１項各号に掲げる担保をいずれも提供す

ることができない特別の事情があるときは、

当該事情の詳細 

   その他市長が必要と認める事項 

４ 法第１５条の６の２第２項の条例で定める

書類は、次のとおりとする。 

   第１５条の４第２項第２号及び第４号に

掲げる書類 

   申請による換価の猶予期間の延長を受け

ようとする日前１年間の収入及び支出の実

績並びに同日以後の収入及び支出の見込み

を明らかにする書類 

   その他市長が必要と認める書類 

５ 法第１５条の６の２第３項において準用す

る法第１５条の２第８項の条例で定める期間

は、２０日間とする。 

（担保を徴する必要がない場合） 

第１５条の１０ 法第１６条第１項ただし書の

条例で定める場合は、次のとおりとする。 

  徴収の猶予、徴収の猶予期間の延長、職権

による換価の猶予、法第１５条の５第２項に

おいて準用する法第１５条第４項の規定に

よる職権による換価の猶予をした期間の延

長、申請による換価の猶予又は申請による換

価の猶予期間の延長（次号において「徴収の

猶予等」という。）に係る金額が１，０００，

０００円以下である場合 

  徴収の猶予等の期間が３か月以内である

場合 

  担保を徴することができない特別の事情

がある場合 

第３３条の９中「名称」の次に「、法人番号」

を加える。 

                      

                     

を超え、かつ、その期間が３か月を超える場

合にあっては、提供担保情報 

  前号に規定する場合において、法第１６条

第１項各号に掲げる担保をいずれも提供す

ることができない特別の事情があるときは、

当該事情の詳細 

   その他市長が必要と認める事項 

４ 法第１５条の６の２第２項の条例で定める

書類は、次のとおりとする。 

   第１５条の４第２項第２号及び第４号に

掲げる書類 

   申請による換価の猶予期間の延長を受け

ようとする日前１年間の収入及び支出の実

績並びに同日以後の収入及び支出の見込み

を明らかにする書類 

   その他市長が必要と認める書類 

５ 法第１５条の６の２第３項において準用す

る法第１５条の２第８項の条例で定める期間

は、２０日間とする。 

（担保を徴する必要がない場合） 

第１５条の１０ 法第１６条第１項ただし書の

条例で定める場合は、次のとおりとする。 

  徴収の猶予、徴収の猶予期間の延長、職権

による換価の猶予、法第１５条の５第２項に

おいて準用する法第１５条第４項の規定に

よる職権による換価の猶予をした期間の延

長、申請による換価の猶予又は申請による換

価の猶予期間の延長（次号において「徴収の

猶予等」という。）に係る金額が１，０００，

０００円以下である場合 

  徴収の猶予等の期間が３か月以内である

場合 

  担保を徴することができない特別の事情

がある場合 

第３３条の９中「名称」の次に「、法人番号」

を加える。 

第３４条の２第１項第１号中「及び氏名」を「、

氏名及び個人番号」に、「及び名称」を「、名称
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第３８条の見出し中「省令」の次に「第１５条

の３第２項」を加え、同条第１項中「省令」の次

に「第１５条の３第２項」を加え、「当該」を「区

分所有に係る」に、「行なわなければ」を「行わ

なければ」に改め、同項第１号中「及び氏名」を

「、氏名及び個人番号（法人にあっては、主たる

事務所の所在地、名称及び法人番号並びにその代

表者の氏名）」に改める。 

第３９条の２の見出し中「案分」を「按
あん

分」

に改め、同条第１項中「案分の」を「按
あん

分の」

に改め、同項第１号中「及び氏名又は名称」を「、

氏名及び個人番号（法人にあっては、主たる事務

所の所在地、名称及び法人番号並びにその代表者

の氏名）」に改め、同項第５号中「案分する」を

「按
あん

分する」に改め、同条第２項中「案分の」

を「按
あん

分の」に、「本条」を「この条」に、「、

次の」を「次の」に改め、同項第１号中「及び氏

名又は名称」を「、氏名及び個人番号（法人にあ

っては、主たる事務所の所在地、名称及び法人番

号並びにその代表者の氏名）」に改め、同項第６

号中「案分する」を「按
あん

分する」に改める。 

第４８条第５項中「、第３項又は前項」を「又

は前２項」に、「添付して、市長に申請しなけれ

ば」を「添えて市長に提出しなければ」に、「、

第４号又は第５号の減免理由がある」を「から第

５号までのいずれかに該当する」に、「場合に限

り、市長は、申請を待たずして減免することがで

きる」を「ときは、この限りでない」に改め、同

項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名及び

個人番号（法人にあっては、主たる事務所の所在

地、名称及び法人番号並びにその代表者の氏名）」

に改め、同条第６項中「及び」を「又は」に、「よ

及び法人番号」に改める。 

第３８条の見出し中「省令」の次に「第１５条

の３第２項」を加え、同条第１項中「省令」の次

に「第１５条の３第２項」を加え、「当該」を「区

分所有に係る」に、「行なわなければ」を「行わ

なければ」に改め、同項第１号中「及び氏名」を

「、氏名及び個人番号（法人にあっては、主たる

事務所の所在地、名称及び法人番号並びにその代

表者の氏名）」に改める。 

第３９条の２の見出し中「案分」を「按
あん

分」

に改め、同条第１項中「案分の」を「按
あん

分の」

に改め、同項第１号中「及び氏名又は名称」を「、

氏名及び個人番号（法人にあっては、主たる事務

所の所在地、名称及び法人番号並びにその代表者

の氏名）」に改め、同項第５号中「案分する」を

「按
あん

分する」に改め、同条第２項中「案分の」

を「按
あん

分の」に、「本条」を「この条」に、「、

次の」を「次の」に改め、同項第１号中「及び氏

名又は名称」を「、氏名及び個人番号（法人にあ

っては、主たる事務所の所在地、名称及び法人番

号並びにその代表者の氏名）」に改め、同項第６

号中「案分する」を「按
あん

分する」に改める。 

第４８条第５項中「、第３項又は前項」を「又

は前２項」に、「添付して、市長に申請しなけれ

ば」を「添えて市長に提出しなければ」に、「、

第４号又は第５号の減免理由がある」を「から第

５号までのいずれかに該当する」に、「場合に限

り、市長は、申請を待たずして減免することがで

きる」を「ときは、この限りでない」に改め、同

項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名及び

個人番号（法人にあっては、主たる事務所の所在

地、名称及び法人番号並びにその代表者の氏名）」

に改め、同条第６項中「及び」を「又は」に、「よ
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って」を「よる」に、「その旨」を「、その旨」

に改める。 

第５０条の２中「第４９条又は前条の規定」を

「前２条に規定する住宅のいずれか」に、「同条」

を「これら」に改め、「次」の次に「の各号」を

加え、同条第１号中「及び氏名又は名称」を「、

氏名及び個人番号（法人にあっては、主たる事務

所の所在地、名称及び法人番号並びにその代表者

の氏名）」に改める。 

第５１条の３第１項中「賦課期日」を「賦課期

日現在」に改め、「次」の次に「の各号」を加え、

同項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名及

び個人番号（法人にあっては、主たる事務所の所

在地、名称及び法人番号並びにその代表者の氏

名）」に改め、同条第２項中「賦課期日」を「賦

課期日現在」に改める。 

第５１条の４第１項第１号中「及び氏名又は名

称」を「、氏名及び個人番号（法人にあっては、

主たる事務所の所在地、名称及び法人番号並びに

その代表者の氏名）」に改め、同項第４号及び第

６号中「賦課期日」を「賦課期日現在」に改める。 

第６９条第３項第１号中「住所及び氏名」を「納

税義務者の住所、氏名及び個人番号」に、「及び

名称」を「、名称及び法人番号並びにその代表者

の氏名」に改め、同条第４項中「及び」を「又は」

に改める。 

第９６条の１４第１項第１号を次のように改

める。 

  鉱泉浴場を経営する者の住所、氏名及び個

人番号（法人にあっては、主たる事務所の所

在地、名称及び法人番号並びにその代表者の

氏名） 

第９６条の１４第２項中「前項の」の次に「規

定による」を加え、「その旨」を「、その旨」に

改める。 

附則第７項中「第１５条第３１項」を「第１５

条第３３項」に改め、附則第３４項の表第６２条

第２号ウの項中「８，０００円」を「８，１００

って」を「よる」に、「その旨」を「、その旨」

に改める。 

第５０条の２中「第４９条又は前条の規定」を

「前２条に規定する住宅のいずれか」に、「同条」

を「これら」に改め、「次」の次に「の各号」を

加え、同条第１号中「及び氏名又は名称」を「、

氏名及び個人番号（法人にあっては、主たる事務

所の所在地、名称及び法人番号並びにその代表者

の氏名）」に改める。 

第５１条の３第１項中「賦課期日」を「賦課期

日現在」に改め、「次」の次に「の各号」を加え、

同項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名及

び個人番号（法人にあっては、主たる事務所の所

在地、名称及び法人番号並びにその代表者の氏

名）」に改め、同条第２項中「賦課期日」を「賦

課期日現在」に改める。 

第５１条の４第１項第１号中「及び氏名又は名

称」を「、氏名及び個人番号（法人にあっては、

主たる事務所の所在地、名称及び法人番号並びに

その代表者の氏名）」に改め、同項第４号及び第

６号中「賦課期日」を「賦課期日現在」に改める。 

第６９条第３項第１号中「住所及び氏名」を「納

税義務者の住所、氏名及び個人番号」に、「及び

名称」を「、名称及び法人番号並びにその代表者

の氏名」に改め、同条第４項中「及び」を「又は」

に改める。 

第９６条の１４第１項第１号を次のように改

める。 

  鉱泉浴場を経営する者の住所、氏名及び個

人番号（法人にあっては、主たる事務所の所

在地、名称及び法人番号並びにその代表者の

氏名） 

第９６条の１４第２項中「前項の」の次に「規

定による」を加え、「その旨」を「、その旨」に

改める。 

附則第７項中「第１５条第３１項」を「第１５

条第３３項」に改め、附則第３４項の表第６２条

第２号ウの項中「８，０００円」を「８，１００
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円」に改め、附則第４３項第１号、第４５項第１

号、第４７項第１号、第４９項第１号及び第５２

項第１号中「及び氏名」を「、氏名及び個人番号」

に、「及び名称」を「、名称及び法人番号並びに

その代表者の氏名」に改める。 

 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行す

る。ただし、次   に掲げる規定は、当該号

 に定める日から施行する。 

  略 

  第１条の規定（第１５条の２の次に８条を

加える改正規定及び前号     に掲げ

る改正規定を除く。） 平成２８年１月１日 

(削る)                 

                   

     

（         経過措置） 

２・３ 略 

（削る） 

                     

                    

                    

                    

               

円」に改め、附則第４３項第１号、第４５項第１

号、第４７項第１号、第４９項第１号及び第５２

項第１号中「及び氏名」を「、氏名及び個人番号」

に、「及び名称」を「、名称及び法人番号並びに

その代表者の氏名」に改める。 

 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

  略 

  第１条の規定（第１５条の２の次に８条を

加える改正規定並びに前号及び次号に掲げ

る改正規定を除く。） 平成２８年１月１日 

  第１条中第３４条の２第１項第１号の改

正規定及び付則第４項の規定 平成２９年

４月１日 

（徴収猶予等に関する経過措置） 

２・３ 略 

（市民税に関する経過措置） 

４ 改正後の条例第３４条の２第１項の規定（個

人の市民税に係る部分に限る。）は、平成２９

年度以後の年度分の個人の市民税について適

用し、平成２８年度分までの個人の市民税につ

いては、なお従前の例による。 
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尼崎市市税条例の一部を改正する条例（平成２５年尼崎市条例第４６号）（付則第８項関係） 

改正後 現 行 

 尼崎市市税条例（昭和２５年尼崎市条例第６１

号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第３３条の６の６」を「第３３条の６

の７」に改める。 

 第２５条第２項中「同条第２項」の次に「（法

附則第５条の６第２項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）」を加える。 

 第３３条の６の２第１項中「第４８条の９の１

１第３項各号」を「第４８条の９の１２第３項各

号」に改め、「、当該年度の」の次に「初日の属

する年の」を加える。 

 第３３条の６の５第１項中「当該年度の前年度

において第３３条の６の２第１項の規定により

特別徴収の方法によって徴収された年金所得に

係る特別徴収税額に相当する額」を「当該特別徴

収対象年金所得者に対して課した前年度分の個

人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者

の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額（当該特別徴収対象年

金所得者に係る均等割額を第３３条の２第１項

の規定により特別徴収の方法によって徴収した

場合においては、前々年中の公的年金等に係る所

得に係る所得割額）の２分の１に相当する額（当

該額に１００円未満の端数があるときはその端

数金額を切り捨て、当該額が１００円未満である

ときは１００円とする。）」に改める。 

 第３３条の６の６第１項中「ものとする」を削

り、第２章第１節第２款中同条を第３３条の６の

７とし、第３３条の６の５の次に次の１条を加え

る。 

（特別徴収対象年金所得者が市外に転出した場

合の取扱い） 

第３３条の６の６ 特別徴収対象年金所得者が

当該年度の初日において市内に住所を有しな

い場合には、第３３条の６の２の規定にかかわ

らず、当該特別徴収対象年金所得者の年金所得

 尼崎市市税条例（昭和２５年尼崎市条例第６１

号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第３３条の６の６」を「第３３条の６

の７」に改める。 

 第２５条第２項中「同条第２項」の次に「（法

附則第５条の６第２項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）」を加える。 

 第３３条の６の２第１項中「第４８条の９の１

１第３項各号」を「第４８条の９の１２第３項各

号」に改め、「、当該年度の」の次に「初日の属

する年の」を加える。 

 第３３条の６の５第１項中「当該年度の前年度

において第３３条の６の２第１項の規定により

特別徴収の方法によって徴収された年金所得に

係る特別徴収税額に相当する額」を「当該特別徴

収対象年金所得者に対して課した前年度分の個

人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者

の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額（当該特別徴収対象年

金所得者に係る均等割額を第３３条の２第１項

の規定により特別徴収の方法によって徴収した

場合においては、前々年中の公的年金等に係る所

得に係る所得割額）の２分の１に相当する額（当

該額に１００円未満の端数があるときはその端

数金額を切り捨て、当該額が１００円未満である

ときは１００円とする。）」に改める。 

 第３３条の６の６第１項中「ものとする」を削

り、第２章第１節第２款中同条を第３３条の６の

７とし、第３３条の６の５の次に次の１条を加え

る。 

（特別徴収対象年金所得者が市外に転出した場

合の取扱い） 

第３３条の６の６ 特別徴収対象年金所得者が

当該年度の初日において市内に住所を有しな

い場合には、第３３条の６の２の規定にかかわ

らず、当該特別徴収対象年金所得者の年金所得
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に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によっ

て徴収しない。 

２ 前項の場合において、同項の特別徴収対象年

金所得者に対して課する個人の市民税のうち

当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的

年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割

額の合算額から前条第１項の規定により特別

徴収の方法によって徴収された年金所得に係

る仮特別徴収税額を控除した額を第３１条の

納期のうち当該年度の初日の属する年の１０

月１日から翌年の３月３１日までの間に到来

するものにおいて普通徴収の方法によって徴

収する。 

 第３３条の８第５項中「第４２条の９第４項」

の次に「、第４２条の１２の３第５項」を加え、

同条第１０項中「の法人税割及び利子割」を削る。 

 第３６条第６項中「（独立行政法人森林総合研

究所が独立行政法人森林総合研究所法（平成１１

年法律第１９８号）附則第９条第１項及び第１１

条第１項の規定により行う旧独立行政法人緑資

源機構法（平成１４年法律第１３０号）第１１条

第１項第７号イの事業及び森林開発公団法の一

部を改正する法律（平成１１年法律第７０号）附

則第８条の規定による廃止前の農用地整備公団

法（昭和４９年法律第４３号。以下「旧農用地整

備公団法」という。）第１９条第１項第１号イの

事業を含む。）」を削る。 

 第８９条第４項中「（独立行政法人森林総合研

究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第９

条第１項及び第１１条第１項の規定により行う

旧独立行政法人緑資源機構法第１１条第１項第

７号イの事業及び旧農用地整備公団法第１９条

第１項第１号イの事業を含む。）」を削る。 

 附則第７項中「附則第１５条第３７項」を「附

則第１５条第３４項」に改め、附則第９項中「同

条第１０項」を「同条第９項及び第３７項」に改

め、附則第２１項中「平成３５年度」を「平成３

９年度」に、「平成２５年」を「平成２９年」に、

に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によっ

て徴収しない。 

２ 前項の場合において、同項の特別徴収対象年

金所得者に対して課する個人の市民税のうち

当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的

年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割

額の合算額から前条第１項の規定により特別

徴収の方法によって徴収された年金所得に係

る仮特別徴収税額を控除した額を第３１条の

納期のうち当該年度の初日の属する年の１０

月１日から翌年の３月３１日までの間に到来

するものにおいて普通徴収の方法によって徴

収する。 

 第３３条の８第５項中「第４２条の９第４項」

の次に「、第４２条の１２の３第５項」を加え、

同条第１０項中「の法人税割及び利子割」を削る。 

 第３６条第６項中「（独立行政法人森林総合研

究所が独立行政法人森林総合研究所法（平成１１

年法律第１９８号）附則第９条第１項及び第１１

条第１項の規定により行う旧独立行政法人緑資

源機構法（平成１４年法律第１３０号）第１１条

第１項第７号イの事業及び森林開発公団法の一

部を改正する法律（平成１１年法律第７０号）附

則第８条の規定による廃止前の農用地整備公団

法（昭和４９年法律第４３号。以下「旧農用地整

備公団法」という。）第１９条第１項第１号イの

事業を含む。）」を削る。 

 第８９条第４項中「（独立行政法人森林総合研

究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第９

条第１項及び第１１条第１項の規定により行う

旧独立行政法人緑資源機構法第１１条第１項第

７号イの事業及び旧農用地整備公団法第１９条

第１項第１号イの事業を含む。）」を削る。 

 附則第７項中「附則第１５条第３７項」を「附

則第１５条第３４項」に改め、附則第９項中「同

条第１０項」を「同条第９項及び第３７項」に改

め、附則第２１項中「平成３５年度」を「平成３

９年度」に、「平成２５年」を「平成２９年」に、

51



「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の

４の２第６項（同条第９項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）」に改め、附則第２４

項中                       

                             

  「附則第５条の５第２項」の次に「（法附則

第５条の６第２項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）」を加える。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

  第２５条第２項の改正規定、第３３条の６

の２第１項の改正規定（「、当該年度の」の

次に「初日の属する年の」を加える部分を除

く。）及び附則第２４項の改正規定           

                    

                    

       並びに付則第３項の規定 

平成２６年１月１日 

  附則第２１項の改正規定 平成２７年１

月１日 

  第３３条の８第１０項の改正規定 平成

２８年１月１日 

  目次の改正規定、第３３条の６の２第１項

の改正規定（「、当該年度の」の次に「初日

の属する年の」を加える部分に限る。）、第３

３条の６の５第１項の改正規定、第３３条の

６の６第１項の改正規定及び第２章第１節

第２款中同条を第３３条の６の７とし、第３

３条の６の５の次に１条を加える改正規定

並びに次項の規定 平成２８年１０月１日 

(削る)                   

                      

                      

                      

       

「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の

４の２第６項（同条第９項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）」に改め、附則第２４

項中「附則第３５条の２第６項」を「附則第３５

条の２第５項、附則第３５条の２の２第５項」に

改め、「附則第５条の５第２項」の次に「（法附則

第５条の６第２項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）」を加える。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

  第２５条第２項の改正規定、第３３条の６

の２第１項の改正規定（「、当該年度の」の

次に「初日の属する年の」を加える部分を除

く。）及び附則第２４項の改正規定（「附則第

３５条の２第６項」を「附則第３５条の２第

５項、附則第３５条の２の２第５項」に改め

る部分を除く。）並びに付則第３項の規定 

平成２６年１月１日 

  附則第２１項の改正規定 平成２７年１

月１日 

  第３３条の８第１０項の改正規定 平成

２８年１月１日 

  目次の改正規定、第３３条の６の２第１項

の改正規定（「、当該年度の」の次に「初日

の属する年の」を加える部分に限る。）、第３

３条の６の５第１項の改正規定、第３３条の

６の６第１項の改正規定及び第２章第１節

第２款中同条を第３３条の６の７とし、第３

３条の６の５の次に１条を加える改正規定

並びに次項の規定 平成２８年１０月１日 

  附則第２４項の改正規定（「附則第３５条

の２第６項」を「附則第３５条の２第５項、

附則第３５条の２の２第５項」に改める部分

に限る。）及び付則第４項の規定 平成２９

年１月１日 
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（経過措置） 

２ この条例による改正後の尼崎市市税条例（以

下「改正後の条例」という。）第３３条の６の

５第１項及び第３３条の６の６の規定は、平成

２８年１０月１日以後の尼崎市市税条例第２

６条第１項に規定する公的年金等（以下「公的

年金等」という。）に係る所得に係る個人の市

民税の特別徴収について適用し、同日前の公的

年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別

徴収については、なお従前の例による。 

３ この条例（第２５条第２項及び     附

則第２４項の改正規定            

                      

                      

に限る。）による改正後の尼崎市市税条例第２

５条第２項及び附則第２４項の規定は、平成２

６年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、平成２５年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

削る                     

                       

                       

                       

                       

                       

                       

              

４ 改正後の条例第３３条の８第５項の規定は、

平成２５年４月１日以後に開始する事業年度

分の法人の市民税及び同日以後に開始する連

結事業年度分の法人の市民税について適用し、

同日前に開始した事業年度分の法人の市民税

及び同日前に開始した連結事業年度分の法人

の市民税については、なお従前の例による。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の尼崎市市税条例（以

下「改正後の条例」という。）第３３条の６の

５第１項及び第３３条の６の６の規定は、平成

２８年１０月１日以後の尼崎市市税条例第２

６条第１項に規定する公的年金等（以下「公的

年金等」という。）に係る所得に係る個人の市

民税の特別徴収について適用し、同日前の公的

年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別

徴収については、なお従前の例による。 

３ この条例（第２５条第２項の改正規定及び附

則第２４項の改正規定（「附則第３５条の２第

６項」を「附則第３５条の２第５項、附則第３

５条の２の２第５項」に改める部分を除く。）

に限る。）による改正後の尼崎市市税条例第２

５条第２項及び附則第２４項の規定は、平成２

６年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、平成２５年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

４ この条例（附則第２４項の改正規定（「附則

第３５条の２第６項」を「附則第３５条の２第

５項、附則第３５条の２の２第５項」に改める

部分に限る。）に限る。）による改正後の尼崎市

市税条例附則第２４項の規定は、平成２９年度

以後の年度分の個人の市民税について適用し、

平成２８年度分までの個人の市民税について

は、なお従前の例による。 

５ 改正後の条例第３３条の８第５項の規定は、

平成２５年４月１日以後に開始する事業年度

分の法人の市民税及び同日以後に開始する連

結事業年度分の法人の市民税について適用し、

同日前に開始した事業年度分の法人の市民税

及び同日前に開始した連結事業年度分の法人

の市民税については、なお従前の例による。 
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（議案説明資料） 

 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第８５号 所 管 園田地域振興センター 

件 名 
尼崎市立園田東会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

内       容 

１ 改正理由 

平成２５年７月に策定した「総合センターの今後のあり方」に定めた基本方向に沿

って、園田東会館と戸ノ内会館を集約化するにあたり、戸ノ内会館を新たな園田東会

館として位置付けるため、所要の改正を行う。 

 

２ 改正内容 

  位置の変更 

「尼崎市戸ノ内町２丁目９番１号」を「尼崎市戸ノ内町３丁目２７番１号」に改

める。 

  使用料の改定 

移転後の貸室面積が変わること等から、使用料を改定する。 

 

３ 施行期日 

平成２８年１１月１日。 

ただし、２ については、平成２８年１０月２日。 
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尼崎市立園田東会館の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

（位置） 

第３条 会館の位置は、尼崎市戸ノ内町３

丁目２７番１号とする。 

（使用料） 

別表 

区分 使用料 

午前 9

時から

午後 0

時まで 

午後 1

時から

午後 5

時まで 

午後 6

時から

午後 9

時まで 

大

会

議

室 

全面

使用 

2,200円 3,000円 3,800円 

2分

の 1

面使

用 

1,100円 1,500円 1,900円 

小会議室 900円 1,200円 1,800円 

和室１ 1,100円 1,600円 2,200円 

和室２ 900円 1,300円 1,800円 

料理教室 1,700円 2,300円 3,700円 

 

 

 

（位置） 

第３条 会館の位置は、尼崎市戸ノ内町２

丁目９番１号とする。 

（使用料） 

別表 

区分 使用料 

午前 9

時から

午後 0

時まで 

午後 1

時から

午後 5

時まで 

午後 6

時から

午後 9

時まで 

大

会

議

室 

全面

使用 

3,200円 4,300円 5,400円 

2分

の 1

面使

用 

1,600円 2,150円 2,700円 

小会議室 600円 800円 1,200円 

和室 700円 1,000円 1,400円 

料理教室 1,000円 1,300円 2,100円 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第８６号 所 管 消防局企画管理課 

件 名 尼崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（平成

２８年政令第４６号）の施行により、同一の事由により傷病補償年金と障害厚生年金

等が併給される場合などの調整率が引き上げられたことから、規定の整備を行う。 

 

２ 改正内容 

   特殊公務外傷病補償年金と障害厚生年金等が併給される場合の調整率 

「０．８６」から「０．８８」に改める。 

   特殊公務上傷病補償年金と障害厚生年金等が併給される場合の調整率 

ア 第１級の傷病等級 「０．９」から「０．９１」に改める。 

イ 第２級の傷病等級 「０．９」から「０．９２」に改める。 

ウ 第３級の傷病等級 「０．９１」から「０．９２」に改める。 

  休業補償と障害厚生年金等が併給される場合の調整率 

「０．８６」から「０．８８」に改める。 

 

３ 施行期日 

  公布の日。 

  ただし、改正後の規定は平成２８年４月１日から適用することとし、平成２８年４

月１日から施行日までに支給する事由が生じ、現行規定により年金たる損害補償又は

休業補償が支給された場合は、改正後の規定に基づく年金たる損害補償又は休業補償

の内払いとみなし、施行後に差額を支給することとする。 
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尼崎市消防団員等公務災害補償条例 

改正後 

付 則 

１～３０ 略 

３１ 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、その損害補償の事由となった障害又は死亡につ

いて次表の左欄に掲げる年金たる損害補償の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる年金たる給付

（以下この項において「特定年金たる給付」という。）の支給を受ける場合（前項に規定する場合

を除く。）には、当分の間、この条例の規定（この項を除く。）にかかわらず、この条例の規定（第

１９条の２及びこの項を除く。）による年金たる損害補償の年額に、同表の左欄に掲げる年金たる

損害補償の区分及び同表の中欄に掲げる年金たる給付の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率

を乗じて得た額（その額が、当該年金たる損害補償の年額からその損害補償の事由となった障害又

は死亡について支給される特定年金たる給付の年額を控除した額を下回る場合には、当該額）（そ

の額に、５０円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があると

きはこれを１００円に切り上げる。）を支給する。 

１ 特殊公務外傷病補償

年金 

障害厚生年金等 ０．８８ 

障害基礎年金（その損害補償の事由となった障害に

ついて平成２４年一元化法附則第３７条第１項、第

６１条第１項若しくは第７９条に規定する給付に

該当する障害共済年金又は厚生年金保険制度及び

農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るため

の農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の

法律（平成１３年法律第１０１号）附則第２条第１

項第２号に規定する旧農林共済法（以下「旧農林共

済法」という。）の規定による障害共済年金（以下

「旧国共済法等の規定による障害共済年金」とい

う。）が支給される場合を除く。） 

０．８８ 

２ 特殊公務上傷病補償

年金 

障害厚生年金等 ０．９２（傷病等級

の第１級に該当する

障害に係るものにあ

っては、０．９１） 

 

障害基礎年金（その損害補償の事由となった障害に

ついて旧国共済法等の規定による障害共済年金が

支給される場合を除く。） 

 

０．９２（傷病等級

の第１級に該当する

障害に係るものにあ

っては、０．９１） 

３ 特殊公務外障害補償

年金 

障害厚生年金等 ０．８３ 

障害基礎年金（その損害補償の事由となった障害に

ついて旧国共済法等の規定による障害共済年金が

０．８８ 
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尼崎市消防団員等公務災害補償条例 

現 行 

付 則 

１～３０ 略 

３１ 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、その損害補償の事由となった障害又は死亡につ

いて次表の左欄に掲げる年金たる損害補償の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる年金たる給付

（以下この項において「特定年金たる給付」という。）の支給を受ける場合（前項に規定する場合

を除く。）には、当分の間、この条例の規定（この項を除く。）にかかわらず、この条例の規定（第

１９条の２及びこの項を除く。）による年金たる損害補償の年額に、同表の左欄に掲げる年金たる

損害補償の区分及び同表の中欄に掲げる年金たる給付の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率

を乗じて得た額（その額が、当該年金たる損害補償の年額からその損害補償の事由となった障害又

は死亡について支給される特定年金たる給付の年額を控除した額を下回る場合には、当該額）（そ

の額に、５０円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があると

きはこれを１００円に切り上げる。）を支給する。 

１ 特殊公務外傷病補償

年金 

障害厚生年金等 ０．８６ 

障害基礎年金（その損害補償の事由となった障害に

ついて平成２４年一元化法附則第３７条第１項、第

６１条第１項若しくは第７９条に規定する給付に

該当する障害共済年金又は厚生年金保険制度及び

農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るため

の農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の

法律（平成１３年法律第１０１号）附則第２条第１

項第２号に規定する旧農林共済法（以下「旧農林共

済法」という。）の規定による障害共済年金（以下

「旧国共済法等の規定による障害共済年金」とい

う。）が支給される場合を除く。） 

０．８８ 

２ 特殊公務上傷病補償

年金 

障害厚生年金等 ０．９１（傷病等級

の第１級又は第２級

に該当する障害に係

るものにあっては、

０．９） 

障害基礎年金（その損害補償の事由となった障害に

ついて旧国共済法等の規定による障害共済年金が

支給される場合を除く。） 

 

０．９２（傷病等級

の第１級に該当する

障害に係るものにあ

っては、０．９１） 

３ 特殊公務外障害補償

年金 

障害厚生年金等 ０．８３ 

障害基礎年金（その損害補償の事由となった障害に

ついて旧国共済法等の規定による障害共済年金が

０．８８ 
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支給される場合を除く。） 

４ 特殊公務上障害補償

年金 

障害厚生年金等 ０．８９（障害等級

の第１級又は第２級

に該当する障害に係

るものにあっては、

０．８８） 

障害基礎年金（その損害補償の事由となった障害に

ついて旧国共済法等の規定による障害共済年金が

支給される場合を除く。） 

０．９２（障害等級

の第１級に該当する

障害に係るものにあ

っては、０．９１） 

５ 特殊公務外遺族補償

年金 

遺族厚生年金等 ０．８４ 

遺族基礎年金（その損害補償の事由となった死亡に

ついて平成２４年一元化法附則第３７条第１項、第

６１条第１項若しくは第７９条に規定する給付に

該当する遺族共済年金又は旧農林共済法の規定に

よる遺族共済年金（以下「旧国共済法等の規定によ

る遺族共済年金」という。）が支給される場合を除

く。）又は国民年金法の規定による寡婦年金 

０．８８ 

６ 特殊公務上遺族補償

年金 

遺族厚生年金等 ０．８９ 

遺族基礎年金（その損害補償の事由となった死亡に

ついて旧国共済法等の規定による遺族共済年金が

支給される場合を除く。）又は国民年金法の規定に

よる寡婦年金 

０．９２ 

 

３２、３３ 略 

３４ 休業補償を受ける権利を有する者が、その損害補償の事由と同一の事由について次表の左欄に

掲げる年金たる給付（以下この項において「特定年金たる給付」という。）の支給を受ける場合に

は、当分の間、この条例の規定（この項を除く。以下この項において同じ。）にかかわらず、この

条例の規定による休業補償の額に、同欄に掲げる年金たる給付の区分に応じそれぞれ同表の右欄に

掲げる率を乗じて得た額（その額が、当該休業補償の額から当該同一の事由について支給される特

定年金たる給付の年額（２の特定年金たる給付が支給される場合にあっては、これらの合計額）を

３６５で除して得た額を控除した額を下回る場合には、当該額）を支給する。 

障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．７３ 

障害厚生年金等（その損害補償の事由となった障害について障害基礎年金が支

給される場合を除く。） 

０．８８ 

障害基礎年金（その損害補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は

旧国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。） 

０．８８ 

 

３５～３７ 略 
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支給される場合を除く。） 

４ 特殊公務上障害補償

年金 

障害厚生年金等 ０．８９（障害等級

の第１級又は第２級

に該当する障害に係

るものにあっては、

０．８８） 

障害基礎年金（その損害補償の事由となった障害に

ついて旧国共済法等の規定による障害共済年金が

支給される場合を除く。） 

０．９２（障害等級

の第１級に該当する

障害に係るものにあ

っては、０．９１） 

５ 特殊公務外遺族補償

年金 

遺族厚生年金等 ０．８４ 

遺族基礎年金（その損害補償の事由となった死亡に

ついて平成２４年一元化法附則第３７条第１項、第

６１条第１項若しくは第７９条に規定する給付に

該当する遺族共済年金又は旧農林共済法の規定に

よる遺族共済年金（以下「旧国共済法等の規定によ

る遺族共済年金」という。）が支給される場合を除

く。）又は国民年金法の規定による寡婦年金 

０．８８ 

６ 特殊公務上遺族補償

年金 

遺族厚生年金等 ０．８９ 

遺族基礎年金（その損害補償の事由となった死亡に

ついて旧国共済法等の規定による遺族共済年金が

支給される場合を除く。）又は国民年金法の規定に

よる寡婦年金 

０．９２ 

 

３２・３３ 略 

３４ 休業補償を受ける権利を有する者が、その損害補償の事由と同一の事由について次表の左欄に

掲げる年金たる給付（以下この項において「特定年金たる給付」という。）の支給を受ける場合に

は、当分の間、この条例の規定（この項を除く。以下この項において同じ。）にかかわらず、この

条例の規定による休業補償の額に、同欄に掲げる年金たる給付の区分に応じそれぞれ同表の右欄に

掲げる率を乗じて得た額（その額が、当該休業補償の額から当該同一の事由について支給される特

定年金たる給付の年額（２の特定年金たる給付が支給される場合にあっては、これらの合計額）を

３６５で除して得た額を控除した額を下回る場合には、当該額）を支給する。 

障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．７３ 

障害厚生年金等（その損害補償の事由となった障害について障害基礎年金が支

給される場合を除く。） 

０．８６ 

障害基礎年金（その損害補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は

旧国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。） 

０．８８ 

 

３５～３７ 略 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第８７号 所 管 
水道局管理課 

公営事業局経営企画課 

件 名 
尼崎市公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成２６年法律第３

４号）の施行等に伴う所要の改正を行う。 

 

２ 主な改正内容 

  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、現在

「職務の級」としている文言を「等級」に改める。（第３条） 

  本市公営企業職員の管理職員特別勤務手当について、新たな支給要件として、災

害への対処等の臨時・緊急の必要により、やむを得ず平日深夜に勤務した場合を加

える。（第１０条の２） 

  モーターボート競走事業に地方公営企業法の全部の規定を適用したこと等によ

る所要の改正を行う。（第３条の２ほか） 

  

３ 施行期日 

公布の日。 

ただし、改正後の条例の規定は、平成２８年４月１日から適用する。 
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尼崎市公営企業に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

改正後 現 行 

（給料表） 

第３条 １ 略 

２ 給料表の給料額は、等級及び当該等級ごと

の号給を設けて定めるものとする。 

３ 給料表に定める等級及び号給の数並びに各

等級における最低の号給の給料額及び号給間

の給料額の差額は、法第３８条第２項及び第

３項の規定の趣旨に従って定めなければなら

ない。 

（管理職手当） 

第３条の２ 管理職手当は、管理又は監督の地

位にある職員のうちその特殊性に基づき管理

者（尼崎市モーターボート競走事業にあって

は、市長。以下同じ。）が指定するもの（以下

「管理監督職員」という。）に対して支給する。 

（休日勤務手当） 

第８条 職員には、正規の勤務日が休日（その

日が他の日に振り替えられたときは、当該他

の日。次項において同じ。）に当たっても、正

規の給与を支給する。 

２ 休日において、正規の勤務時間中に勤務す

ることを命ぜられた職員には、当該正規の勤

務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤

務手当を支給する。 

 

３ 前２項の「休日」とは、国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日（毎日曜日を勤務を要しない日と定

められている職員以外の職員にあっては、当

該休日が勤務を要しない日に当たるときは、

管理者が当該職員ごとに指定する日）及び１

２月２９日から翌年の１月３日までの日（同

法に規定する休日を除く。）をいう。 

（管理職員特別勤務手当） 

第１０条の２ 管理職員特別勤務手当は、管理

監督職員が次のいずれかに該当する場合に

（給料表） 

第３条 １ 略 

２ 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務

の級ごとの号給を設けて定めるものとする。 

３ 給料表に定める職務の級及び号給の数並び

に各職務の級における最低の号給の給料額及

び号給間の給料額の差額は、法第３８条第２

項及び第３項の規定の趣旨に従って定めなけ

ればならない。 

（管理職手当） 

第３条の２ 管理職手当は、管理又は監督の地

位にある職員の職のうち、その特殊性に基づ

き管理者が指定するものについて支給する。 

 

 

（休日勤務手当） 

第８条 職員には、正規の勤務日が休日（その

日を他の日に振り替えたときは、当該他の日

を含む。）に当たっても、正規の給与を支給す

る。 

２ 休日（その日を他の日に振り替えたときは、

当該他の日）において、正規の勤務時間中に

勤務することを命ぜられた職員には、当該時

間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手

当を支給する。 

３ 前２項の「休日」とは、国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日（毎日曜日を勤務を要しない日と定

められている職員以外の職員にあっては、当

該休日が勤務を要しない日に当たるときは、

管理者が当該職員ごとに指定する日）及び１

２月２９日から翌年の１月３日までの日（同

法に規定する休日を除く。）とする。 

（管理職員特別勤務手当） 

第１０条の２ 管理職員特別勤務手当は、第３

条の２の規定に基づき管理者が指定する職を

64



 

支給する。 

  臨時又は緊急の必要その他の公務の運営

の必要により、勤務を要しない日又は第８

条第３項に規定する休日（その日が他の日

に振り替えられたときは、当該他の日。以

下「休日」という。）に勤務した場合 

   災害への対処その他の臨時又は緊急の必

要により、勤務を要しない日及び休日以外

の日の午前０時から午前５時までの間（正

規の勤務時間以外の時間内のものに限る。）

に勤務した場合 

（期末手当及び勤勉手当） 

第１１条 １ 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次条第２項各号

のいずれかに該当する者その他管理者が定め

る者には、期末手当及び勤勉手当は、支給し

ない。 

（給与の減額） 

第１３条 職員が勤務しないときは、その勤務

しないことにつき管理者の承認（次の各号に

掲げるものを除く。）があった場合を除き、そ

の勤務しない１時間につき、勤務１時間当た

りの給与の額に相当する額を減額した給与を

支給する。 

  組合休暇（職員が結成し、又は加入する

労働組合の業務又は活動に従事するために

与えられる休暇をいう。）の承認 

  介護休暇（職員がその配偶者（婚姻の届

出をしていないが、事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下同じ。）、父母、

子、配偶者の父母その他管理者が別に定め

る者で負傷、疾病又は老齢により管理者が

別に定める期間にわたり日常生活を営むの

に支障があるものの介護をするため勤務し

ないことが相当であると認められる場合に

与えられる休暇をいう。）の承認 

  部分休業（職員がその子（管理者が別に

定めるものに限る。）を養育するため１日の

占める職員が臨時又は緊急の必要その他の公

務の運営の必要により勤務を要しない日又は

第８条第２項に規定する休日に勤務した場合

に支給する。 

  

 

 

 

 

 

 

（期末手当及び勤勉手当） 

第１１条 １ 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次条第１項各号

のいずれかに該当する者その他管理者が定め

る者には、期末手当及び勤勉手当は、支給し

ない。 

（給与の減額） 

第１３条 職員が勤務しないときは、その勤務

しないことにつき、管理者の承認があった場

合(職員が結成し、又は加入する労働組合の業

務又は活動に従事するために休暇を与えられ

た場合及び職員が配偶者(届出をしないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他

管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢によ

り管理者が指定する期間にわたり日常生活を

営むのに支障があるものの介護をするために

休暇を与えられた場合を除く。)を除き、その

勤務しない１時間につき勤務1時間当たりの

給料及びこれに対する地域手当の合計額を減

額した給与(以下「減額後の給与」という。)

を支給する。 

２ 職員が部分休業（当該職員がその３歳に満

たない子を養育するため１日の勤務時間の一

部を勤務しないことをいう。）の承認を受けて

勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、

減額後の給与を支給する。 
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勤務時間の一部（管理者が別に定める時間

を超えない範囲内の時間に限る。）について

勤務しないことをいう。）の承認 
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（議案説明資料） 

 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８８号 所 管 公有財産課 

件 名 市有地等の売払いについて 

内       容 

１ 売払いの目的 

  尼崎市自動車運送事業の民営化に伴い、旧交通局の資産であった市有地及び建物を 

移譲事業者に事業用地等として売り払うため。 

 

２ 売払いの市有地等の概要 

  市有地等の所在地番、地目、面積等 

別記のとおり 

土地総面積 １８，６７２．９４平方メートル 

建物総面積  ４，８１６．３７平方メートル 

  市有地等の状況 

別図１、２、３のとおり 

旧交通局の塚口営業所、武庫営業所、東園田休憩所の土地及び建物 

 

３ 売払いの金額 

合計 ２，２１８，２００，０００円 

  塚口営業所 １，２８０，０００，０００円 

  武庫営業所   ８４４，０００，０００円 

  東園田休憩所   ９４，２００，０００円 

   

４ 売払いの相手方 

西宮市和上町３番３号 

阪神バス株式会社 代表取締役 福浦 秀哉 
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売払いの市有地等 

   土地 

所在地番 地目 面積       

尼崎市東塚口町２丁目５番 
 

宅地 
５３４．０９ 

平方メートル 

尼崎市東塚口町２丁目６番 
 

宅地 
７０２．２７ 

平方メートル 

尼崎市東塚口町２丁目７番 
 

宅地 
５７３．８８ 

平方メートル 

尼崎市東塚口町２丁目８番 
 

宅地 
７９５．７７ 

平方メートル 

尼崎市東塚口町２丁目９番 
 

宅地 
１１，０４０．１０ 

平方メートル 

尼崎市武庫豊町３丁目１０番６ 
 

宅地 
１，６５０．６６ 

平方メートル 

尼崎市武庫豊町３丁目２２番１ 
 

宅地 
２，８９９．８３ 

平方メートル 

尼崎市東園田町１丁目１８５番 
 

宅地 
４７６．３４ 

平方メートル 
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   建物 

所在 家屋番号 種類 構造 延床面積 

尼崎市東塚口町２丁

目７番地、８番地 
５番１ 

事務所、工

場、倉庫、

車庫 

鉄骨造スレート葺

２階建、コンクリー

トブロック造スレ

ート葺平家建 

１，４９６．５８ 

平方メートル 

尼崎市東塚口町２丁

目９番地、５番地、

６番地、７番地 

９番 

事務所、車

庫、作業所、

機械室、倉

庫 

鉄骨造鋼板ぶき２

階建、鉄筋コンクリ

ート造陸屋根平家

建、鉄骨造スレート

ぶき平家建、木造ス

レートぶき平家建、

コンクリートブロ

ック造スレートぶ

き平家建 

２，２７５．１８ 

平方メートル 

尼崎市武庫豊町３丁

目２２番地１ 
２２番１ 

事務所、倉

庫、作業所、

物置 

軽量鉄骨造鋼板ぶ

き２階建、鉄骨造ス

レートぶき平家建、

軽量鉄骨造鋼板ぶ

き平家建、コンクリ

ートブロック造ス

レートぶき平家建、

軽量鉄骨造スレー

トぶき平家建 

９９３．４４ 

平方メートル 

尼崎市東園田町１丁

目１８５番地 
１８５番 休憩所 

軽量鉄骨造鋼板ぶ

き平家建 

１３．４３ 

平方メートル 

尼崎市東塚口町２丁

目９番地 
未登記 

休憩所、物

置、小屋 

軽量鉄骨造鋼板ぶ

き平家建 

３１．１０ 

平方メートル 

尼崎市武庫豊町３丁

目２２番地１ 
未登記 小屋 

軽量鉄骨造鋼板ぶ

き平家建 

３．１２ 

平方メートル 

尼崎市東園田町１丁

目１８５番地 
未登記 便所 

軽量鉄骨造鋼板ぶ

き平家建 

３．５２ 

平方メートル 
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別図１

主

要

地

方

道

尼

崎

池

田

線

Ｊ

Ｒ

福

知

山

線

阪神水道企業団

名神高速道
〈塚口営業所〉

東塚口町2丁目5・6・7・8・9番

売払い市有地 合計13,646.11㎡

売払い建物 合計3,802.86㎡
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別図２

別図3

武

庫

川

国道171号

西武庫公園 武庫中学校

尼

崎

宝

塚

線

〈東園田休憩所〉

東園田町1丁目185番

売払い市有地 476.34㎡

売払い建物 合計16.95㎡

〈武庫営業所〉

武庫豊町3丁目22番1

売払い市有地 2,899.83㎡

売払い建物 合計996.56㎡

〈武庫営業所〉

武庫豊町3丁目10番6

売払い市有地

1,650.66㎡

猪

名

川

阪急園田駅

弥

生

線

阪急電鉄神戸本線

園田東中学校
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（議案説明資料） 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８９号 所 管 
施設課、施設整備担当、 
設備整備担当 

件 名 工事請負契約について（わかば西小学校改築工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

  神戸市中央区八幡通３丁目１番１９号 

  大豊・苅田共同企業体 

  代表者 大豊建設株式会社神戸営業所 所長 柏 和成 

 

２ 契約金額 

  ２，０３７，９６０，０００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２８年５月１６日 

 

５ 工事内容 

校舎、体育館及びプール改築工事 

鉄筋コンクリート造り（一部鉄骨造り） ４階建て １棟 

敷地面積 １６，８８４．８８平方メートル 

  建築面積  ３，５４６．２９平方メートル 

  延べ面積  ７，３０８．８６平方メートル 

（主な諸室）普通教室、特別教室（図書室、生活教室、コンピュータ教室、視聴

覚教室、理科教室、家庭教室、図画工作教室、音楽教室等）、多目的スペース、

管理諸室 

既存給食室改修工事 

既存校舎等解体工事（校舎、体育館、プール等） 

  屋外付帯工事（グラウンド整備、外構等） 

 

６ 工期 

  契約締結の日から６００日間 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

開　札　結　果　表

青木あすなろ・山本共同企業体

柄谷・昌平共同企業体

淺沼・サージ・コア共同企業体

1,887,000,000

1,887,000,000円

2,200,000,000※予定価格超過

※予定価格超過

※最低制限価格抵触1,729,000,000

大豊・苅田共同企業体

予　定　価　格 1,959,080,000円

平成２８年５月１６日

わかば西小学校改築工事

大豊・苅田共同企業体 落　札　金　額

1,763,172,000円最 低 制 限 価 格

開札年月日

落　札　者　名

件　　　　　名

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

2,307,000,000
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（議案説明資料） 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９０号 所 管 
施設課、施設整備担当、 
設備整備担当 

件 名 工事請負契約について（わかば西小学校改築工事のうち電気設備工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

尼崎市稲葉元町２丁目４番９号 

平尾電工株式会社 代表取締役 平尾 秀樹 

 

２ 契約金額 

  ２５０，５６０，０００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２８年５月１９日 

 

５ 工事内容 

電気設備工事 

受変電設備工事             一式 

幹線設備工事              一式 

動力・電灯設備工事           一式 

弱電設備工事              一式 

太陽光発電設備工事           一式 

既存給食室改修工事に係る電気設備工事  一式 

屋外電気設備工事            一式 

 

６ 工期 

  契約締結の日から６００日間 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

開　札　結　果　表

無効
※小田中学校改築工事のう
ち電気設備工事落札の為入
札無効

※最低制限価格抵触

共栄電器工業㈱

㈱ニューテック

カラタニエンジニアリング㈱

山口電気工事㈱

親和電機工業㈱

平尾電工㈱

菱星システム㈱

239,000,000

205,000,000

250,300,000※予定価格超過　　　

※最低制限価格抵触

※予定価格超過　　　

198,800,000

232,000,000円

244,600,000

232,000,000

栄興電機工業㈱

予　定　価　格 247,580,000円

平成２８年５月１９日

わかば西小学校改築工事のうち電気設備工事

平尾電工㈱ 落　札　金　額

222,822,000円最 低 制 限 価 格

㈱小川電設

開札年月日

落　札　者　名

件　　　　　名

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

262,000,000

245,900,000
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（議案説明資料） 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９１号 所 管 
施設課、施設整備担当、 
設備整備担当 

件 名 工事請負契約について（わかば西小学校改築工事のうち機械設備工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

  尼崎市上坂部２丁目６番１０号 

株式会社中の島商会 代表取締役 白浜 敏 

 

２ 契約金額 

  ２７７，０２０，０００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２８年５月１９日 

 

５ 工事内容 

機械設備工事 

空調設備工事              一式 

換気設備工事              一式  

衛生器具設備工事            一式 

給水設備工事              一式 

排水設備工事              一式 

給湯設備工事              一式 

消火設備工               一式 

 

６ 工期 

  契約締結の日から６００日間 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

㈱竹内工業所

開札年月日

落　札　者　名

件　　　　　名

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

325,000,000

279,000,000

㈱阪神設備工業所

予　定　価　格 279,330,000円

平成２８年５月１９日

わかば西小学校改築工事のうち機械設備工事

㈱中の島商会 落　札　金　額

251,397,000円最 低 制 限 価 格

256,500,000円

262,600,000

256,500,000

283,500,000※予定価格超過

※予定価格超過

無効

㈱中の島商会

㈱田中水道工業所

261,000,000

カラタニエンジニアリング㈱

三協設備㈱

開　札　結　果　表

※小田中学校改築工事のう
ち機械設備工事落札の為入
札無効

㈱西三設備
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（議案説明資料） 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９２号 所 管 
施設課、施設整備担当、 
設備整備担当 

件 名 工事請負契約について（園田南小学校プール改築等工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

尼崎市道意町３丁目１番地 

株式会社三田工務店 代表取締役 三田 恭男 

 

２ 契約金額 

  １４５，１５２，０００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２８年５月１９日 

 

５ 工事内容 

プール改築工事 

鉄筋コンクリート造り 平屋建て １棟 

敷地面積 ８８６．６６平方メートル 

  建築面積 １６５．２５平方メートル 

  延べ面積 １７９．４７平方メートル 

既存プール解体工事 

  屋外付帯工事 

 

６ 工期 

  契約締結の日から２４０日間 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

132,769,000円最 低 制 限 価 格

㈱松善工務店

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

135,500,000

140,000,000

予　定　価　格 147,760,000円

平成２８年５月１９日

園田南小学校プール改築等工事

㈱三田工務店 落　札　金　額

開札年月日

落　札　者　名

件　　　　　名

134,400,000円

辞退

※予定価格超過

134,400,000

134,650,000

147,300,000

144,000,000

辞退

㈱オカモト・コンストラクション・
システム

㈱トータルサプライ

㈱菊田工務店

海月建設㈱

㈱吉川組

開　札　結　果　表

169,500,000

大松建設㈱

㈱サージ・コア

㈱三田工務店
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（議案説明資料） 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９３号 所 管 
施設課、施設整備担当、 
設備整備担当 

件 名 工事請負契約について（小田中学校改築工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

大阪市北区堂島１丁目２番５号 

北野・ユハラ特定建設工事共同企業体 

代表者 北野建設株式会社 大阪支店 執行役員支店長 寺島 寛典 

 

２ 契約金額 

  ２，３７３，８４０，０００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２８年５月１６日 

 

５ 工事内容 

校舎、体育館及びプール改築工事 

鉄筋コンクリート造り（一部鉄骨造り） ４階建て １棟 

敷地面積 ２３，４８０．４８平方メートル 

  建築面積  ３，８１１．３７平方メートル 

  延べ面積 １０，４５９．５１平方メートル 

（主な諸室）普通教室、特別教室（図書室、コンピュータ教室、視聴覚教室、理

科教室、家庭教室、美術教室、音楽教室等）、多目的スペース、管理諸室 

既存校舎等解体工事（校舎、体育館、プール等） 

  屋外付帯工事（グラウンド整備、外構等） 

 

６ 工期 

  契約締結の日から６００日間 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

開　札　結　果　表

青木あすなろ・山本共同企業体

東亜・三田特定建設工事共同企業体

柄谷・昌平共同企業体

大豊・苅田共同企業体

2,198,000,000

辞退

2,198,000,000円

2,322,000,000

※予定価格超過

※最低制限価格抵触2,028,000,000

北野・ユハラ特定建設工事共同企業
体

予　定　価　格 2,362,410,000円

平成２８年５月１６日

小田中学校改築工事

北野・ユハラ特定建設工事
共同企業体

落　札　金　額

2,126,169,000円最 低 制 限 価 格

淺沼・サージ・コア共同企業体

開札年月日

落　札　者　名

件　　　　　名

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

辞退

2,584,000,000
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（議案説明資料） 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９４号 所 管 
施設課、施設整備担当、 
設備整備担当 

件 名 工事請負契約について（小田中学校改築工事のうち電気設備工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

  尼崎市潮江２丁目１７番２９号 

親和電機工業株式会社 代表取締役 入江 良治 

 

２ 契約金額 

  ２８６，２００，０００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２８年５月１９日 

 

５ 工事内容 

電気設備工事 

受変電設備工事             一式 

幹線・動力設備工事           一式 

電灯・コンセント設備工事        一式 

弱電設備工事              一式 

太陽光発電設備工事           一式 

屋外電気設備工事            一式 

 

６ 工期 

  契約締結の日から６００日間 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

共栄電器工業㈱

開札年月日

落　札　者　名

件　　　　　名

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

215,800,000

288,000,000

㈱ニューテック

予　定　価　格 293,480,000円

平成２８年５月１９日

小田中学校改築工事のうち電気設備工事

親和電機工業㈱ 落　札　金　額

264,132,000円最 低 制 限 価 格

265,000,000円

275,300,000

265,000,000

258,000,000

210,000,000※最低制限価格抵触

※最低制限価格抵触

※最低制限価格抵触

242,100,000

親和電機工業㈱

㈱小川電設

273,700,000

山口電気工事㈱

菱星システム㈱

栄興電機工業㈱

開　札　結　果　表

258,200,000※最低制限価格抵触

※最低制限価格抵触

平尾電工㈱

カラタニエンジニアリング㈱
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（議案説明資料） 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９５号 所 管 
施設課、施設整備担当、 
設備整備担当 

件 名 工事請負契約について（小田中学校改築工事のうち機械設備工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

  尼崎市椎堂１丁目２番６号 

三協設備株式会社 代表取締役 永井 俊彦 

 

２ 契約金額 

  ３０１，８６０，０００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２８年５月１９日 

 

５ 工事内容 

機械設備工事 

空調設備工事              一式 

換気設備工事              一式  

衛生器具設備工事            一式 

給水設備工事              一式 

排水設備工事              一式 

給湯設備工事              一式 

消火設備工事              一式 

 

６ 工期 

  契約締結の日から６００日間 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

開　札　結　果　表

282,200,000

※予定価格超過

㈱竹内工業所

カラタニエンジニアリング㈱

※予定価格超過

355,000,000

287,200,000㈱田中水道工業所

292,900,000

293,800,000

316,000,000

平成２８年５月１９日

小田中学校改築工事のうち機械設備工事

三協設備㈱ 落　札　金　額

270,567,000円最 低 制 限 価 格

279,500,000円

開札年月日

落　札　者　名

件　　　　　名

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

㈱中の島商会

279,500,000

予　定　価　格 300,630,000円

三協設備㈱

㈱阪神設備工業所

㈱西三設備
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（議案説明資料） 

 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９６号 所 管 
施設課、施設整備担当、 
設備整備担当 

件 名 工事請負契約の変更について（園和小学校校舎等改築工事） 

内       容 

１ 変更理由 

  賃金等の急激な変動により、尼崎市工事請負契約書第２６条第６項（いわゆるイン

フレスライド条項）に基づいて、契約の相手方から契約金額の変更について請求を受

けたため、相手方との協議を行い、契約金額を増額することとしたもの。 

 

２ 契約の相手方 

神戸市兵庫区小河通２丁目２番５号 

ＮＩＰＰＯ・吉川組共同企業体 

代表者 株式会社ＮＩＰＰＯ兵庫統括事業所 所長 岩下 和彦 

 

３ 契約金額 

変更前 ２，４２５，２０６，９６０円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

変更後 ２，５０６，５９５，７６０円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

増 額    ８１，３８８，８００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

４ 変更内容 

賃金又は物価の変動に伴うインフレスライドの適用（尼崎市工事請負契約書第２６

条関係） 

 

５ 契約工期 

  平成２６年６月３０日から平成２８年８月３１日まで（変更なし） 

 

 

87



88



（議案説明資料） 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９７号 所 管 
施設課、施設整備担当、 
設備整備担当 

件 名 工事請負契約の変更について（園田東小学校校舎棟改築等工事） 

内       容 

１ 変更理由 

  賃金等の急激な変動により、尼崎市工事請負契約書第２６条第６項（いわゆるイン

フレスライド条項）に基づいて、契約の相手方から契約金額の変更について請求を受

けたため、相手方との協議を行い、契約金額を増額することとしたもの。 

 

２ 契約の相手方 

神戸市中央区八幡通３丁目１番１９号 

大豊・ユハラ共同企業体 

代表者 大豊建設株式会社神戸営業所 所長 柏 和成 

 

３ 契約金額 

変更前 １，１３６，１６０，０００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

変更後 １，１７８，４８５，２００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

増 額    ４２，３２５，２００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

４ 変更内容 

賃金又は物価の変動に伴うインフレスライドの適用（尼崎市工事請負契約書第２６

条関係） 

 

５ 契約工期 

平成２６年１０月７日から平成２８年９月２５日まで（変更なし） 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）
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（議案説明資料） 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第９９号 所 管 道路維持担当 

件 名 工事請負契約について（港橋耐震補強（その１）工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

  尼崎市崇徳院２丁目５５番地 

株式会社鍵田組 代表取締役 鍵田 智嗣 

 

２ 契約金額 

  ２３２，６７５，２００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２８年５月１１日 

 

５ 工事内容 

橋脚耐震補強工事 

 施工延長 ４７．０ｍ、施工幅員 １２．６ｍ      

耐震補強工（鋼管杭、橋脚のコンクリート巻立て補強）   

 落橋防止対策工（緩衝チェーン設置、縁端拡幅、水平分担構造設置）等 

 

６ 工期 

  契約締結の日から平成２９年３月２０日まで 

93



（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

㈱香山組 辞退

金山建設工業㈱ 201,487,000 ※最低制限価格抵触

㈱オカモト・コンストラクション・
システム

無効
※魚つり公園釣り桟橋改修
工事落札の為入札無効

㈱大城建設 246,200,000 ※予定価格超過

園建工業㈱ 307,658,000 ※予定価格超過

㈱大城工業所 245,184,000 ※予定価格超過

丸協産業㈱ 243,000,000

松岡土木㈱ 228,545,000

福田土木工業㈱ 227,000,000

苅田建設工業㈱ 228,160,000

タカヤマ土木道路㈱ 225,634,000

杉本建設㈱ 226,499,000

㈱柄谷工務店 224,900,000

㈱岩本組 225,130,000

㈱鍵田組 215,440,000

㈱金山組 219,400,000

予　定　価　格 244,005,000円最 低 制 限 価 格 212,886,000円

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

開　札　結　果　表

開札年月日 平成２８年５月１１日

件　　　　　名 港橋耐震補強（その１）工事

落　札　者　名 ㈱鍵田組 落　札　金　額 215,440,000円
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（議案説明資料） 

＜平成２８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１００号 所 管 公園維持課 

件 名 工事請負契約について（魚つり公園釣り桟橋改修工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

  尼崎市七松町２丁目２７番２３号 

  株式会社オカモト・コンストラクション・システム 代表取締役 岡本 征夫 

 

２ 契約金額 

  ２８５，６６０，０００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２８年５月１１日 

 

５ 工事内容 

釣り桟橋改修工事 

施工延長 ２００．０ｍ、施工幅員 ８．０ｍ 

    主部材（主桁、杭）の補修・防食（塗装等） 

   その他部材の取替え等 

   

６ 工期 

  契約締結の日から平成２９年９月３０日まで 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

深井建設㈱ 辞退

㈱大城工業所 359,700,000※予定価格超過

㈱香山組 辞退

㈱オカモト・コンストラクション・
システム

264,500,000

酒井工業㈱ 283,625,000※予定価格超過

予　定　価　格 270,585,000円 最 低 制 限 価 格 239,520,000円

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

開　札　結　果　表

開札年月日 平成２８年５月１１日

件　　　　　名 魚つり公園釣り桟橋改修工事

落　札　者　名
㈱オカモト・コンストラク
ション・システム

落　札　金　額 264,500,000円
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